
【市民の皆さまへ】
　伊達市では、令和４（2022）年３月に「第３次伊達市男女共同参画基本計画」を
策定しました。このガイドブックは「第２次伊達市男女共同参画基本計画（10年間）」
の最終年度の進捗状況を掲載しています。
　男女共同参画とは、お互いを尊重し、喜びや責任を分かち合いながら、性別による
意識や慣習にとらわれることなく、自らの意思により生きていくことをいいます。
　このたび、この計画の進行管理と、伊達市における男女共同参画に関連するさまざ
まな取組や暮らしに役立つ相談窓口などの情報をご紹介するため、ガイドブックとい
う形で冊子にまとめました。
　今後とも、あらゆる人が仕事、家庭、地域社会など、あらゆる分野で、認め合い、
責任を分かち合う豊かで安心できる社会の実現に向けて取り組んでまいりますので、
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

どうぞご自由にお持ちください♪

令和４（2022）年度版

伊達市男女共同参画ガイドブック

～「第２次伊達市男女共同参画基本計画」の進行管理と各種情報～

北 海 道 伊 達 市
HOKKAIDO  DATE  CITY

どうぞご自由にお持ちください♪

（内閣府男女共同参画局）

令和４年度男女共同参画週間（６月23日～29日）キャッチフレーズ最優秀作品

「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ



　男女共同参画社会の実現に向け、

◆基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり
施策分野１　「教育・学習」

◆基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり
施策分野２　「健康」
施策分野３　「子育て」
施策分野４　「介護」
施策分野５　「家庭生活」

◆基本目標３　はたらく・・いきいきと働く環境づくり
施策分野６　「就労・雇用」

◆基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり
施策分野７　「まちづくり・社会参加」

　という体系のもと、関連する全ての分野において一体的な取組、全体としての推進
　が必要という観点から、施策の全体像としてのイメージを下図のとおりとし、総合
　的な推進を目指すこととしています。
　　本ガイドブックは、この計画の進行管理の役割を併せ持つことから、この体系に
　沿った構成となっています。

　「第２次伊達市男女共同参画基本計画（2012～2021年度：10年間）」では、

本ガイドブックのご利用にあたって

◆◇◆本書の構成◆◇◆



基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり

◆各学校ではこんな取組をしています◆

◆青少年の健全育成◆

◆男女共同参画に関する啓発活動◆

◆女性リーダー・人材の育成◆

基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

◆健康教育・相談指導／食を通じた健康の増進◆

◆介護予防事業の推進◆

◆「生涯学習」で生きがいづくり◆

◆女性特有の病気に気を付けましょう◆

◆仕事と子育ての両立◆

◆母子保健事業◆

◆子育て支援センター・家庭児童相談◆

◆男性の育児参加◆

◆その他子育て等への支援◆

◆介護や障がいに関する相談◆

◆「ＤＶ」は絶対ダメ！◆

基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり

◆明るく働ける環境づくり◆

◆就業・経営・起業◆

基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり

◆女性も男性も参加のまちづくり◆

◆団体の活動を応援します◆

資料編１
伊達市の男女共同参画に関する取組等

資料編２
地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況概要
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり

　学校は、家庭や地域とともに、子どもの価値観や社会的規範など人格形成に大きな
役割を果たしています。
   現在、伊達市内には市立小学校が７校、市立中学校３校、義務教育学校１校があり、
各学校ごとに男女平等観に立った学校運営・行事の促進に取り組んでいます。
　また、保健体育や道徳の授業などにおいては、発達段階に応じた性教育や人権教育
を実践し、自分の身体、生命を大事にし、男女が互いの人格を尊重しあう意識をはぐ
くむことに努めています。

　一方、男女共同参画社会の形成のためには、生涯を通じた意識の醸成が必要であり、
さまざまな機会を通じた意識啓発や学習機会の充実に継続して取り組む必要があります。

　一人ひとりが、社会的・文化的につくられた性差である「ジェンダー※」にとらわ
れない個人の尊重と男女共同意識を身につけるとともに、家庭や職場、地域などあら
ゆる分野にその浸透を図ることが重要です。

ジェンダー（gender)

第２次伊達市男女共同参画基本計画（平成24～令和３年度）の体系
基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり

①男女平等観に立った学校運営・行事の促進
②人権・性教育の充実
③家庭的責任の理解、職業観教育の充実
④国際的な広い視野・豊かな感覚の醸成
⑤進路指導の充実
⑥教職員研修の充実
⑦青少年指導センター活動の推進
①男女共同参画に関する意識啓発･情報の収集と提供

②女性リーダー・人材の育成

【参考】令和４年度 伊達市立学校一覧【令和４年４月１日現在】
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 義務教育学校　合計

※学級数、児童・生徒数には特別支援教育を含みます。

2
大滝徳舜瞥学校
（後期課程）

伊達市大滝区優徳町90-11 2学級 9名 0142-68-6915 0142-68-6899

6学級 25名

学　校　名 住　所 学級数 生徒数 電話番号 FAX番号

伊達中学校

学　校　名 住　所 学級数 生徒数 電話番号 FAX番号

1
大滝徳舜瞥学校
（前期課程）

伊達市大滝区優徳町90-11 4学級 0142-68-6899

77学級 1,354名

800名

13名 0142-82-8012

用語解説

施策分野 施策・取組の内容

　施策分野１
　「教育・学習」

１　学校等における
　　男女平等教育の推進

２　生涯を通じた
　　意識の啓発・人材の育成

長和小学校 伊達市長和町462-1 6学級

有珠小学校 伊達市向有珠町195-2 4学級

伊達西小学校 伊達市末永町8-21

　　　　男女の生物学的な性差を「セックス」というのに対し、「男らしさ（男性像）」
　　　 「女らしさ（女性像）」といった社会的・文化的につくられた性差をいう。

児童数

525名

312名

24名

16名 0142-68-6915

基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり

電話番号

0142-23-3033

0142-82-8011

0142-23-2738

0142-23-2660

0142-23-3709

0142-38-2004

0142-23-3666

0142-23-3877

0142-38-2204

0142-23-0690

FAX番号学　校　名 住　所 学級数

16学級

関内小学校 伊達市東関内町78-1　 4学級

0142-22-6333

0142-23-0688

416名

16名

0142-25-4111

0142-23-3055

0142-25-4112

0142-22-6333

0142-25-3886

0142-23-0689

中学校　合計 37学級

4学級

伊達小学校

星の丘中学校 伊達市松ヶ枝町240-5

伊達市元町78-1 23学級

星の丘小学校 伊達市松ヶ枝町240-5 4学級

東小学校 伊達市弄月町207-1 20学級

光陵中学校 伊達市館山町49-1 13学級

伊達市舟岡町226-12 20学級 511名

276名

小学校　合計

0142-23-3320

47名

14名
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり-施策分野１「教育・学習」

伊達小学校
・「全人教育」を理念とし、「強く、正しく、朗らかに」の校訓の下、教育活
　動を展開しています。
・道徳科を中心に、子どもの道徳性をはぐくむ授業づくりに取り組むとともに
　授業の中で相互にかかわり合う活動や、共感的理解に基づく学級経営の充実
　に努めています。
・体育や道徳科、特別活動、総合的な学習の時間等において、心と体の発達や
　男女の協力、思いやりなどの道徳的価値の自覚や道徳的実践力をはぐくむ学
　習活動を進めています。
・居住地交流を実施し、特別支援学校の児童とともに学ぶ授業を実践しています。
・市内の幼稚園との交流を実施しています。
・社会科や総合的な学習の時間において、諸外国の産業や文化、習慣について
　理解を深めたり、自己の課題を追及したりする学習を進めています。

伊達西小学校
・教育目標である「仲良くする子ども」の育成に向けて、教育課程の中に人権
　意識をはぐくむ取組を取り入れ実践しています。
・特別活動や道徳を通して、男女の協力や互いに思いやる心をはぐくみ、学年
　学級経営交流会の中で友達関係についての課題を解決する方法を考えています。
・発達段階に応じて、学級活動、理科、体育などで性に関する学習を行うとと
　もに、「児童理解アンケート」等を通して児童の実態を把握し、人権に関す
　る指導も行っています。
・全校の縦割り班活動を行って異学年との交流を深めています。
・英語指導助手（ＡＬＴ）との外国語活動の学習を通して、英語に親しんだり
　外国の文化に興味を持てるようにしています。
・総合的な学習の時間等において、日本との比較から自国や他国について理解
　を深める学習を行っています。

有珠小学校
・「性に関する指導計画」を作成し、性教育指導月間の設定と各学年２時間の
　授業を実施しています。
・全校縦割り班活動（清掃活動、集会活動、総合的な学習の時間・各種行事）
　の充実を図っています。
・外国語学習を通じて、様々な国の挨拶や習慣を調べる活動を実施することに
　より、異文化を理解し尊重する心をはぐくんでいます。
・地域の教材、人材を活用したり、様々な仕事について学習する中で、適切な
　職業観をはぐくんでいます。
・４年生、５年生を対象に隔年で「人権教室」を実施し、思いやりの心をはぐ
　くむ学習をしています。

長和小学校
・男女分け隔てなく、座席配置やグループ編成を行っています。
・縦割り班活動に取り組むことにより、異学年との交流を行っています。
・社会科、総合的な学習の時間、外国語（活動）の時間において、諸外国の文
　化、習慣について理解を深めたり、自己の課題を追求したりする学習を進め
　ています。
・人権や性教育については、保健学習、道徳、特別活動の中で家庭と連携を図
　りながら必要に応じて実施しています。
・札幌法務局、室蘭人権擁護委員協議会の人権擁護委員を招聘し、思いやりの
　心をはぐくむことを目的に、毎年「人権教室」を実施しています。

◎ ◎

１　学校等における男女平等教育の推進

◎ ◎

◆各学校ではこんな取組をしています◆
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり-施策分野１「教育・学習」

関内小学校
・グループ活動の際にも男女が協力し合うことを重要視して活動するようにし、
　座席も男女混合としています。
・運動会での出走順、ふれあい給食、清掃活動、農園活動等で男女混合での活
　動を推進しています。
・「児童アンケート」や「いじめ調査」「道徳調査」を定期的に実施し、実態

　 　把握と同時に、人権についても指導しています。
・性に関する指導では、人間性の尊重と男女平等に基づく生き方を基本目標と
　し授業を進めており、生活科や保健体育の授業に位置づけて実施しています。
・全校縦割り班を活用しています。
・男女混合の出席番号や男女混合名簿を使用しています。

東小学校
・「男女仲よく」という視点で座席や各種グループ編成を実施しています。
・「学級経営交流会」「生徒指導交流会」の中で、「男女平等」も前提とした
　研修を実施しています。
・学習活動の中で職場訪問をする機会があり「男女平等」も前提とする学習
　（指導）を実施しています。
・いじめ調査（学期１回）の実施と併せ、人格の尊重など人権等について指導
　しています。
・性教育については、学級活動、道徳（全学年）、保健（３年生以上）での学
　習で取り組んでいます。

星の丘小学校
・男女混合名簿を使用しています。
・「学び直し」と「育ち直し」「自分の言動をコントロール出来る思考」の育
　成を期した学校運営や教育活動の中で男女平等観の育成を実践しています。
・保健体育や「命の授業」及び「特別の教科 道徳」などの中で、心と体の発達
　や男女の協力、自他の思いやり、公正等の理解と具体的な実践力を育む指導
　をしています。
・３年生以上の全学年において英語指導助手（ＡＬＴ）と交流を実施しています。
・外国語や外国語活動において、英語指導助手（ＡＬＴ）との交流を行う中で
　外国の文化や習慣について理解が深まる取組を実施しています。

◆各学校ではこんな取組をしています◆
◎ ◎
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◎ ◎

取組掲示板 １　学校等における男女平等教育の推進
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり-施策分野１「教育・学習」

伊達中学校
・陸上競技大会の団体種目において、男女混合で行えるものを設定し実施して
　います。
・人権や性教育について、道徳教育や教科指導、学級指導で日常的に実施して
　います。
・３年生を対象に、医師会から講師を招いて「性の講話会」を実施しています。
・いじめ調査を定期的に実施して、人格の尊重など人権等について指導してい
　ます。
・職業体験や職業調べを通じ、自己の生き方を見つめさせています。
　また、２学年の職業体験で、個々の希望に合わせて実施しています。
・社会科や英語の授業を通じて、諸外国の文化や習慣への理解、コミュニケー
　ション能力の向上を図っています。

光陵中学校
・体育祭の団体種目では、出来るだけ男女混合で行えるものを設定し実施して
　います。
・遠足・宿泊研修・修学旅行等や学校祭等の各行事及び授業でのグループ編成
　では、男女混合を設定し実施しています。
・男女共同に関連する教職員図書の整備に取り組んでいます。
・学年の発達段階や生徒自身の希望を考慮し、男女共同参画にもとづく進路指
　導の充実を図っています。
・市の保健師を招いて、各学年とも「性の講話会」を開催、発達段階に応じた
　性教育の充実を図っています。
・家庭科の保育の学習の一貫として、幼稚園に出向き、毎年交流を実施してい
　ます。
・社会科や英語の授業を通じて、諸外国の文化や習慣への理解、コミュニケー
　ション能力の向上を図っています。

星の丘中学校
・｢学び直し」と「育ち直し」「自分の言動をコントロール出来る思考」の育成
　を期した学校運営や教育活動の中で男女平等観の育成を実践しています。
・運動会における男女混合種目を実施しています。
・「校内支援委員会」等の中で性差に配慮した指導の在り方とともに「男女平
　等」を前提とした研修を実施しています。
・保健体育や「命の授業」及び「特別の教科 道徳」などの中で、心と体の発達
　や男女の協力、自他の思いやり、公正等の理解と具体的な実践力を育む指導
　をしています。
・１、２学年による職場見学を実施しています。
・２学年による職場体験を一人一人の希望に沿って実施しています。
・全学年において英語指導助手（ＡＬＴ）との交流を実施しています。
・英語科や総合的な学習の時間などにおいて英語指導助手（ＡＬＴ）との交流
　を行う中で、外国の文化や習慣について理解が深まる取組を実施しています。

大滝徳舜瞥学校
・出席名簿については男女混合で作成しています。
・運動会の競技種目では、男女混合で行えるものを実施しています。
・花壇整備や清掃などで、全校の縦割り班活動を実施しています。
・学年の発達段階において適切に進路指導などを計画し、自己の生き方を考え
　させることを実施しています。
・性に関する指導計画の作成、性教育指導の設定と各学年の授業を実施してい
　ます。
・いじめに関する児童生徒アンケートや教育相談を実施するとともに、人権や性

・１・２年生は「国際理解学習」、３～６年生は「外国語学習」、７～９年生は
　「英語学習」として、国際交流員を活用した学習を進めるとともに、姉妹都市
   レイクカウチン（カナダ）との交流派遣事業や５～９年生実施のイングリッシ
　ュキャンプなどを計画実施し、国際理解教育の充実を図っています。

・地域介護施設との交流や体験学習を定期的に実施しています。

取組掲示板 １　学校等における男女平等教育の推進

◆各学校ではこんな取組をしています◆
◎ ◎

①
男
女
平
等
観
に
立
っ

た
学
校
運
営
・
行
事
の
促
進

④
国
際
的
な
広
い
視
野
・
豊
か
な
感
覚
の
醸
成

⑤
進
路
指
導
の
充
実

②
人
権
・
性
教
育
の
充
実

⑥
教
職
員
研
修
の
充
実

　教育については、学級指導ならびに道徳など日常的な指導も含め実施しています。

③
家
庭
的
責
任
の
理
解
、

職
業
観
教
育
の
充
実

◎ ◎
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり-施策分野１「教育・学習」

■「青少年指導センター」ではこんな活動をしています ！
　子どもたちが健康で安全に生活することを願って、学校や警察などとの連絡
調整をしたり、指導員がマチの中を巡回して、やってはいけないことを
している子どもたちを注意、指導をしたり、また、不審者がいないかどうか見
回ったり、青少年の健全育成に努めています。

　他にも、北海道青少年健全育成条例第18条に基づき、北海道と連携して書店、
コンビニエンスストアなどの図書等販売状況について立入調査を実施し、有害
図書類の分類陳列や該当図書表示について依頼するなどの活動も行っています。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3299
◎ ：0142-23-1084

■学校のことや友達のこと、家族のことなどで悩みを抱えていませんか？
◆伊達市不登校・悩みごとに関する相談窓口

学校のことや友達のこと、家族のことなどで悩みを抱えていませんか？
また、保護者の方も、お子さんのことで悩みを抱えていませんか？
そんな悩みを相談する人が身近にいないときは、一人で悩まずに勇気を出し

て電話してください。
市の担当職員が親身に電話相談に応じます。
【ご相談内容の例】
◆お子さんからの相談
・いじめのこと（例：学校でいじめにあっていてつらい）

・学校や交友関係のこと （例：けんかした友達と仲直りしたい

  がどうすれば良いかわからない）

・思春期の悩みごと （例：身体の事で気がかりな点があるけど

    　誰に聞いたら良いかわからない）

・家庭や家族のこと （例：両親の仲が悪く家にいたくない）

◆保護者からの相談
・学校や交友関係のこと （例：朝になると腹痛で登校できずに学校を

休みがちだが病院に行っても悪いところがない）

◎この相談内容は一例です。どんな相談でも迷わずに電話してください！
◎相談で知り得た個人の秘密はしっかり守りますのでご安心ください！

※R元年度までは青少年指導センターでの「子どもテレホン相談」受付数。

　R2.4.1より指導室の「不登校・悩みごとに関する相談窓口」に統合。

◎ ：090-6690-9301

　「不登校・悩みごとに関する相談」受付状況

27年度 28 29 30 令和元 2 3

◎ ◎

◆伊達市不登校・悩みごとに関する相談窓口（市指導室内）
(平日　8：45～17：30)

◎ ◎
◇◇ご相談はこちら◇◇

◎ ◎

電　話

0件 2件 3件

◎ ◎

取組掲示板 １　学校等における男女平等教育の推進

◆青少年の健全育成◆

27年度 28 29

1件 0件 1件

1回 1回 12回

◎

⑦
青
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー

活
動
の
推
進

◎ ◎

30 令和元 2 3

　「書店などへの立入調査」実施状況

合計

1回 0回 1回 7回 1回

◎
◇◇お問合せはこちら◇◇

◎ ◎

◆伊達市青少年指導センター（市生涯学習課内）

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎ ◎

合計

1件 8件
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり-施策分野１「教育・学習」

■毎年６月２３日から２９日までの１週間は「男女共同参画週間」です！
　国では、平成13（2001）年度より毎年６月２３日から２９日
までの1週間を「男女共同参画週間」と定め、重点的に啓発活動
などを実施しています。男性と女性が、職場で、地域で、家庭で、
それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現
するためには 政府や地方公共団体だけでなく、皆さん一人ひとり
の取組が必要です。
　日常の男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみ （内閣府男女共同参画局）

ませんか？
※国では、毎年１月頃、翌年度の男女共同参画週間のキャッチフ
　レーズを募集しています。
（詳細は、内閣府男女共同参画局のホームページに掲載されています）

⇒ https://www.gender.go.jp/public/week/week.html

平成１７年度 平成1８年度 平成１９年度 平成２０年度

　　平成２１年度 平成２２年度 平成２４年度 平成２５年度

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

■毎年、市内でも講演会などを実施しています
　「男女共同参画社会づくり」のためには、社会情勢の変化に対応し、安心で
心豊かなまちづくりのために男女がともに人権を尊重し合い、責任を担い合う
ことが大切です。市では、毎年、男女共同参画社会をめざす意識づくりのため、
啓発事業を行っています。　　

取組掲示板 　２　生涯を通じた意識の啓発・人材の育成

◎ ◎

男女共同参画シンボルマーク

①
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
意
識
啓
発
・
情
報
の
収
集
と
提
供

男女共同参画週間（6月23日～29日）ポスター（内閣府男女共同参画局）

◆男女共同参画に関する啓発活動◆
◎ ◎
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり-施策分野１「教育・学習」

◆男女共同参画教養講演会
　講師をお招きし、市民の皆さんを対象に、教養講演会を開催しています。

　※令和３年度は、新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

写　　　　　　真

　※令和４年度の参加者募集は、広報だてや市ホームページでお知らせします。

◆北海道立女性プラザ主催「女性プラザ祭」への参加　
　「北海道立女性プラザ」は、女性の自立
と社会参加を促進するとともに男女平等参
画を推進するため、情報機能を中心に多様
な学習、交流の機会を提供するとともに、
文化・健康づくり、相談などにも活用され
る全道的実践活動の拠点として設置された
道民のための施設です。

◎住所：札幌市中央区北2条西7丁目　
　かでる2・7　6階

◎電話：011-251-6329
◎ＨＰ：http://www.l-north.jp/

　北海道立「女性プラザ」では、平成3年
11月の開館を記念して、毎年11月の1週
間、幅広く道民が参加できる「女性プラザ
祭」を開催しています。
　「女性プラザ祭」では、男女共同参画活
動を行っている団体等によるワークショッ
プや講演会等が開催されますが、毎年、伊
達市からも一般参加者を募って参加してい
ます。

　※令和３年度の女性プラザ祭は、次の内容で開催されました。
◆期　間：令和３年11月５日（金）～14日（日）【10日間】
◆会　場：かでる2・7（札幌市）

◎ ◎

461名

13名 15名 4名 0名 0名 67名

　女性プラザ祭一般参加者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

22回 70回 29名 170名 150名 20名 －

15名 20名

　男女共同参画教養講演会参加者数

27年度 28 29 30 令和元 2

◆男女共同参画に関する啓発活動◆
◎ ◎

合計

取組掲示板 　２　生涯を通じた意識の啓発・人材の育成

①
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
意
識
啓
発
・
情
報
の
収
集
と
提
供

3
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり-施策分野１「教育・学習」

◆男女共同参画社会づくりパネル展
　毎年、国際女性デー(３月８日)に合わせ、
市カルチャーセンターにおいてパネル展を開催
しています。

　※令和３年度は、新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

　※令和４年度の実施予定は、広報だてや市ホームページでお知らせします。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3299
◎ ：0142-23-1084
◎ ：shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp 

◆男性栄養教室
　　-男子厨房に入るべし！-
　毎年、市内在住の男性を対象に、生活習慣病予防の食事を
テーマとした講話や料理のレパートリーを広げるための
調理実習を食生活改善推進員との協働により開催しています。

　※令和２年度、３年度は新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

　※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市保健センター）
◎ ：0142-82-3198
◎ ：0142-25-3325
◎ ：yobo@city.date.hokkaido.jp

Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪
◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

合計

38名 38名 48名 － —

　男性栄養教室参加者数

取組掲示板 　２　生涯を通じた意識の啓発・人材の育成

◆男女共同参画に関する啓発活動◆
◎ ◎

◆伊達市　生涯学習課

住 所

27年度 28 29 30 令和元 2

電 話

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

①
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
意
識
啓
発
・
情
報
の
収
集
と
提
供

3

179名

◎ ◎

◆伊達市　健康推進課

47名 8名
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基本目標１　まなぶ・・・男女共同参画社会をめざす意識づくり-施策分野１「教育・学習」

◆胆振女性リーダー養成研修
　毎年、女性リーダーとしての資質の向上と地域づくりのための団体活動の活性
化を図るため、全国各地における女性の社会参加や地域活動・学習活動について
の研修（埼玉県嵐山町 他）に参加しています。
　胆振から計15名が参加しており、参加者の皆さんの多くは研修後、地域や団
体等における活動に精力的に取り組んでいます。
　皆さんもぜひ研修に参加してみませんか？
　※令和３年度の胆振女性リーダー養成研修は、
　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　　独立行政法人国立女性教育会館が主催する
　「男女共同参画推進フォーラム（オンライ
　　ン）」を受講する形式で開催されました。

◆期　間：令和３年12月１日（水）～12月21日（火）

　※令和４年度の参加者募集は、広報だてや市ホームページでお知らせします。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3299
◎ ：0142-23-1084
◎ ：shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp 

◆自治会女性役員・会員視察研修会
　　-明るく住みよいまちづくりを目指して-
　各地域の自治会や連合自治会の女性役員・会員を対象に、毎年、施設見学等に
より社会見聞を広め、また、参加者間の交流を通じて地域における女性のコミュ
ニティ活動の促進を図ることを目的とした視察研修会を開催しています。

　※平成30年度の自治会女性役員・会員視察研修会は、胆振東部地震の影響で
中止となっております。

　※令和２年度、３年度は新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3162
◎ ：0142-23-4414
◎ ：jichi@city.date.hokkaido.jp

Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

住 所
電 話

◆伊達市　総務課（伊達市連合自治会協議会事務局）

◎

28名 － 20名 －

　自治会女性役員等視察研修会参加者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

◎ ◎

◎
E メ ー ル

◎

　
②
女
性
リ
ー

ダ
ー

・
人
材
の
育
成

◆伊達市　生涯学習課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

1名 12名

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

2名 2名 2名 2名

◎ ◎

－ 104名

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎

　胆振女性リーダー養成研修参加者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

取組掲示板 　２　生涯を通じた意識の啓発・人材の育成

◆女性リーダー・人材の育成◆

－

29名 27名

3名
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

　近年、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）※という
考え方が重要な権利の一つとして認識されるようになってきましたが、女性も男性も健
康で心豊かな生活を営むためには、一人ひとりが日常生活における健康づくりの大切さ
を自覚することが重要であり、同時に「生きがい」を感じることが必要です。
　また、高齢化率の上昇にともない、高齢者が住み慣れた地域や家庭で元気に生きがい
を感じて暮らしていくためには、女性も男性も自らによる健康管理・介護予防に積極的
に取り組むことが重要な課題となっていますが、女性には、その身体に妊娠・出産のた
めの機能が備わっているため、男性とは異なった形での健康づくりへの支援が必要です。
　男女共同参画社会を実現するためには、女性と男性がお互いの心身の特性を十分理解
するとともに、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期など、ライフステージを通じて
必要な知識や情報を提供し、健康維持のための適切な指導や医療サービスが受けられる
環境の充実など、継続した取組が必要です。
　また、家事や育児などの家庭生活へのかかわりに対する男性の意識が少しずつ変わっ
てきている昨今、女性と男性がともに家事や育児・子育て、家庭生活にかかわっていく
ことができるように、保育サービスなどの充実がますます重要になっています。
　伊達市は、高齢者にもやさしいまちづくりを進めており、介護が必要となった多くの
人が住み慣れた地域や家庭での在宅生活を望んでいることから、介護保険サービスの充
実とともに、女性と男性がともに介護にかかわっていくことが求められています。
　同様のことは障がい者にも言え、地域で暮らすことができる体制づくり、自立への支
援が求められている現在、相談支援体制や在宅サービスの充実、関係機関との連携など
により、介護負担の軽減、環境整備など、継続した取組が必要です。
　前述のように「健康」「子育て」「介護」などの分野で「安心で心豊かな暮らしづく
り」を目指す一方で、家庭生活などにおける配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ）が
依然として存在している現状も忘れてはならず、被害をなくすための関係法令の周知や
啓発に加え、被害を受けた人が届けやすいような環境の充実にも努めていく必要があり
ます。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（re productive health/rights）

「性と生殖に関する健康と権利」。

　妊娠、出産、中絶などに関わる女性の健康を重視し、さらに産む産まないの自己決定権

のほか、生涯にわたって女性が自分の健康を主体的に守って生きることをいいます。

　平成６年（1994年）国連の国際人口開発会議で提唱されました。

第２次伊達市男女共同参画基本計画（平成24～令和3年度）の体系
基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

①健康教育・相談指導の充実
②食を通じた健康の増進
③介護予防事業の推進
④生きがいを感じる機会の提供
①女性に対する検診の充実
②子宮頸がん予防対策の強化
③医療機関との連携の強化
①仕事と子育ての両立のための基盤整備
②母子保健事業の充実
③妊娠期からの一貫した支援・相談体制の充実
④男性の育児参画に係る意識啓発
⑤ひとり親家庭に対する相談、情報提供の充実
⑥育児クラブの育成・支援の推進
⑦育児負担を軽減するための情報提供
⑧不妊治療のための情報の提供及び支援
①介護の社会化についての意識啓発･学習機会の提供
②総合相談体制の充実
③在宅介護サービスの充実
①DV防止のための意識啓発
②被害者の保護･援助活動の充実

　施策分野２
　「健康」

１　生涯を通じた
　　健康づくりの推進

２　女性の保健の充実

　施策分野３
　「子育て」

１　子育て環境の整備

　施策分野４
　「介護」

１　介護環境の整備

基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり

用語解説

　施策分野５
　「家庭生活」

１　女性に対する
　　暴力の根絶
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

■「健康推進課」では健康づくりを推進しています！ 
　市民の皆さんがライフサイクルを通して、主体的に健康を維持管理・増進して
いけるように、健康教育や相談指導の充実に努めています。
　お子さんの健康や子育てに関する相談、各種健診事業をはじめ、思春期の性教
育、団体を対象とした健康に関する講話、健診結果に基づく保健指導なども実施
しています。
　また、健康の基本となる栄養・食生活の改善や意識の向上にも努めており、
「伊達市食生活改善推進員」との協働により、様々なイベントにおける食の情報
提供や各地域での栄養教室などを開催していますので、ぜひご相談、ご活用くだ
さい。

■「健康づくりサポーター」を活用しませんか？ 
　市では、市民の皆さんの主体的な健康づくりを支える環境づくりを進めるため、
健康づくりに積極的に取り組む団体等を「伊達市健康づくりサポーター」として
登録し、その団体等の情報の普及をしています。
　登録分野には、「メディカル」「運動」「食生活」
「こころの健康」の４つがあり、健康づくりサポーター
が地域に出向いて行う、出前講座を利用することができ
ます。
　団体やグループなどの健康づくり活動にご活用ください。

■「伊達市食生活改善推進員」ってどんな人たち？
　「私達の健康は私達の手で」を合言葉に“ヘルスメイト”の愛称を持ち、地域
における健康づくりの担い手として、食生活を通したボランティア活動を行う皆
さんです。

◆地区栄養教室

～ 楽しみながら「美味しい」健康づくりをはじめてみませんか？～

　市では、自治会・趣味同好会などの皆さんを対象に、下記のとおり健康づくり
に関する講話や調理実習を開催しています。
　食生活改善推進員の丁寧な指導のもと、「料理は苦手」という方も安心してご
参加できます。

◆対　象：自治会・老人クラブ・趣味同好会など
◆会　場：市保健センターや食育センター、コミュニティセンター等
◆内　容：健康づくりに関する講話や調理実習

　（地元食材を利用した手軽な献立）
◆参加費：一人４００円
◆申込み：随時
　　　　　（開催希望日の１か月前までにお申込みください）

※令和２年度、３年度は新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。

1,121名－ 104名 130名 394名 493名 －

令和元

取組掲示板 １　生涯を通じた健康づくりの推進

◎ ◎

— 2,108名

◆健康教育・相談指導の充実/食を通じた健康の増進◆

　
①
健
康
教
育
・
相
談
指
導
の
充
実

　
②
食
を
通
じ
た
健
康
の
増
進

「伊達市健康づくりサポーター」イベント参加者数

27年度 28 29

26回 18回 － — 114回

  食生活改善推進員による地区栄養教室開催回数・参加者数

27年度 28 29 30

-

298名 451名 494名 529名 336名 －

合計

18回 26回 26回

30 令和元 2 3 合計

2 3
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

◆食生活改善推進員になりませんか？
◆食生活改善推進員養成講座（隔年)
　食生活改善推進員の活動は、ご自身の健康維持ができて、その上ご家族やご近
所さんなど、自分以外の誰かの健康づくりのお手伝いもできます。自分が動くこ
とで誰かが健康になれる、素敵なやりがいのあるボランティア活動です。
　健康づくりのボランティアをしてみようかな？と思われる方は、隔年で市が主
催する食生活改善推進員養成講座「考える栄養教室」をぜひ受講ください。

　※令和２年度、３年度は新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

　※令和４年度の受講者募集は終了しました。

　　新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市保健センター）
◎ ：0142-82-3198
◎ ：0142-25-3325
◎ ：yobo@city.date.hokkaido.jp

　
②
食
を
通
じ
た
健
康
の
増
進

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

令和元

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

◆伊達市　健康推進課

取組掲示板 １　生涯を通じた健康づくりの推進

◆食を通じた健康の増進◆
◎ ◎

合計

14回 － 17回 － 15回 － — 46回

  食生活改善推進員養成（隔年）事業修了者数

27年度 28 29 30 2 3
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

■女性も男性も健やかで自立した生活ができるまちづくり！
　介護保険の要介護認定において自立と判定された高
齢者や生活機能に低下が認められる高齢者及び一般高
齢者を対象に、自立した生活を維持できるよう、介護
予防推進事業の充実に努めています。
　住み慣れた地域で、自分らしく自立した生活を送り
続けられるよう、各種の事業がありますので、ぜひご
相談ください。

　※「アクティビティ（音楽活動）事業」について、
　　令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

※冊子「高齢者のための福祉サービス」をご活用ください！

　介護予防事業をはじめ、主に伊達市で行って
いる各種サービス等について紹介しています。
　伊達地域版、大滝区版の２種類があり、伊達
市高齢福祉課窓口、保健センター、各地区のコ
ミュ二ティセンター等に用意しています。
　ご家族様をはじめ、ご入用の方はお気軽にお
問い合わせください。

◎◎

合計

735名 5,335名629名 750名 1,034名 754名 740名 693名

110名 4,514名739名 842名 949名 909名 965名 －

　アクティビティ（音楽活動）事業利用者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3

　介護予防グループ活動支援事業利用者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

合計

0名 1名 2名 4名 1名 2名 1名 11名

34名 216名

　生活管理指導短期宿泊事業利用者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3

14名 6名 30名 70名 39名 23名

　一般介護予防事業・介護予防教室利用者数 （Ｈ28までは通所型・訪問型介護予防事業利用者数）

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

取組掲示板 １　生涯を通じた健康づくりの推進

◆介護予防事業の推進◆
◎ ◎

③
介
護
予
防
事
業
の
推
進
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

■「健康カラオケ」で健康づくりをしませんか？
◆伊達はつらつ元気塾

平成２７年度から音楽や映像に合わせて身体を動かす「健康カラオケ」を利用
した健康づくりプログラムがスタートしています。転びにくい身体づくりや認知
症予防などに効果がありますので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか？

◆対象者   ：有珠地区にお住まいの65歳以上の方で、
　　　　　　介助の必要がなく自分で動ける方
　　　　　　※他の地区にお住まいで参加をご希望の方はご
　　　　　　相談ください。
◆開催期間：令和４年５月～令和５年２月　月２回開催
◆場　所   ：有珠地区コミュニティセンター白鳥館
              　 ※有珠地区の方は無料で送迎をします。
◆参加費   ：１回550円（プログラム参加料、昼食代として）
◆定　員   ：40名

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3196(高齢者福祉係）
◎ ：0142-21-5147
◎ ：kourei@city.date.hokkaido.jp 

2 3 合計

♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪
◎

③
介
護
予
防
事
業
の
推
進

19名 296名

取組掲示板 １　生涯を通じた健康づくりの推進

◆介護予防事業の推進◆
◎ ◎

◎

84名 49名 39名 45名 40名 20名

27年度 28 29 30 令和元

◆伊達市　高齢福祉課

◎

Eメール

住 所

　伊達はつらつ元気塾参加者数

◎ ◎

電 話
Ｆ ＡＸ

◎
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

◆長生（ちょうせい）大学
　生涯学習社会を迎えた中、高齢者が自主的な学習活動をとおして、自らの教養
を高め、社会活動に参加する喜びと生きがい意識の高揚のため、「長生大学」を
開設しています。　
　毎年度の学習計画のもと、様々な講義・講話をはじ
めとする学習活動をしていますので、健康で充実した
日々のため、ぜひ「ご入学」ください！
（入学にはお申込が必要です）

◆対象者：市内に居住するおおむね63歳以上の希望者
（有珠長生大学はおおむね60歳以上）

◆内　容：年間21日、午前2時間、午後1時間30分
◆修業年限：学士4年、大学院として修士課程2年、博士課程2年

（大学院修了者は研究生として学習を継続できます。卒業はありません） 

◆市民自主企画学習事業「マイプラン・マイスタディ」
　市民グループや団体などが自主的に企画・運営
し、地域住民が参加できる学習会に講師を招く場
合に、市がその講師料を20,000円を上限として
助成しています。
　興味のある分野での学習会を開催したい方は、
ぜひご相談ください。
（事前に申込書の提出、事業終了後の実績報告書
　の提出が必要です）

◆対象者：企画運営者が5名以上の団体、サークル、グループ
◆対象事業：広く生涯学習に関わる学習会・講習会・講演会などで、社会教
　　　　　　育事業として取り組める範囲の内容であること（スポーツに関
　　　　　　するものは除く）
◆対象要件： ◎参加者がおおむね10名以上であること

◎広く地域住民に開放し、必ず一般募集すること

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ： 0142-82-3299
◎ ： 0142-23-1084
◎ ： shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp 

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

3回 23回

32名 207名 162名 132名 128名 13名 83名 757名

1回 4回

◆伊達市　生涯学習課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

4回 5回 5回 1回

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

2 3 合計

取組掲示板 １　生涯を通じた健康づくりの推進

◆「生涯学習」で生きがいづくり◆
◎ ◎

271名 265名 235名 240名

　
④
生
き
が
い
を
感
じ
る
機
会
の
提
供

222名 1,736名

　「マイプラン・マイスタディ」開催回数・参加者数合計

254名 249名

　長生大学学生数

27年度 28 29 30 令和元
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

■「健診」と「検診」ってどう違うの？
　「健診」とは、いわゆる健康診断のことで、自分が現在健康か
どうかを確かめるものです。
　一方「検診」は、「特定の病気」を早期に発見し治療すること
を目的にしています。
「がん検診」などがその代表例で、健診とは目的が異なります。
　伊達市では、各種「健診」・「検診」事業を実施していますが
特に、女性には、その身体に妊娠・出産のための機能が備わって
いるため、男性とは異なった検診が必要です。

◆「子宮がん検診」と「乳がん検診」
　市では、がんの予防対策として、勤務先などで受診する機会の無い市民の方を
対象に「子宮がん検診」と「乳がん検診」を行っています。 
　検診は、あらかじめ決められた日時・場所で行う「集団検診」と指定医療機関
で行う「個別検診」の２つの方式があります。
　また、国の受診勧奨事業の一環として、対象の年齢に達した女性の市民の皆さ
んに検診の無料クーポン券とがん検診手帳を発行し、女性特有のがん検診への受
診促進と正しい健康意識の普及啓発を行っています。
（なお、検診料については、伊達市国民健康保険に加入している方や市民税非課
　税の方など、無料となる場合もあります。詳細はお問合せください）　

◆子宮頸がん(ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｨﾙｽ感染症)予防-ワクチン接種（定期予防接種）
  市では、小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女性を対象に、無料で
子宮頸がんワクチン接種を行っています。また、令和４年度から令和６年度までの
３年間は、市から積極的な勧奨を差し控えていた間に年齢対象外となった平成９年
４月２日から平成18年４月１日生まれの女性も無料で接種することができます。

※冊子「私のまちの医療機関」をご活用ください！
‐胆振西部医師会‐
　伊達市をはじめ、近隣３町の医療機関、診察
科目や診察受付時間を紹介しています。
　家庭に常備しておくと、いざという時の参考
としてご活用いただけます。
　「胆振西部医師会」で作成していますが、下
記担当にもそなえてありますので、ご入用の方
はお気軽にお問合せください。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市保健センター）
◎ ：0142-82-3198
◎ ：0142-25-3325
◎ ：hoken@city.date.hokkaido.jp

◆伊達市　健康推進課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

58回 117回

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

0回 0回 1回 2回 2回 54回

③
医
療
機
関
と
の
連
携
の
強
化

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

  子宮頸がんワクチン接種回数

②
子
宮
頸
が
ん
予
防
対
策
の
強
化

  子宮がん検診受診者数（対象：20歳以上の女性）

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

合計

814名 933名 1,058名 1,082名 1,050名 938名 939名 6,814名

829名 6,736名

  乳がん検診受診者数　（対象：40歳以上の女性）

27年度 28 29 30 令和元 2 3

1,044名 997名 945名 941名 886名

取組掲示板 ２　女性の保健の充実

◆女性特有の病気に気を付けましょう◆
◎ ◎

①
女
性
に
対
す
る
検
診
の
充
実

1,094名
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

■仕事と子育ての両立を応援しています！
　市では、安心して子どもを生み育てることができるように子育て
家庭を地域全体で支えるまちづくりを目指しています。

◆放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
　小学校の児童にとって、放課後、保護者が帰宅するまでの長い生
活時間をひとりで過ごすことはなかなか困難です。
　放課後児童クラブでは、昼間、保護者のいない小学校の児童の安
全な居場所を確保し、適切な遊びや指導を行うことで、健全な育成
を図るとともに、仕事と子育ての両立支援を図っています。

◆対　象：小学生の児童で、保護者のいずれもが仕事に従事しているか、
　　　　　事情により昼間、保護指導が受けられない児童
◆負担金：児童一人6,000円/月
　　　　　（月の途中の場合、1/2になる場合があります）

　伊達市内放課後児童クラブ一覧　【令和４年４月１日現在】

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3299
◎ ：0142-23-1084
◎ ：shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp 

Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

399名 461名 479名 485名 469名 447名 426名 3,166名

住 所
電 話

12クラブ 12クラブ 13クラブ 13クラブ 13クラブ 13クラブ 12クラブ －

ながわ児童クラブ

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

　放課後児童クラブ数・利用児童数

伊達市大滝区本郷町84番地１ 大滝基幹集落センター内 0142-68-5115おおたき児童クラブ

伊達市長和町462-1 長和小学校内 0142-25-5800

あやめ児童クラブ
さくら児童クラブ

伊達市末永町8-3 ほしのこ児童クラブ 0142-23-2997

伊達市弄月町207-1 やまびこ児童クラブ 0142-25-6988

きたのこ児童クラブ
かぜのこ児童クラブ
ほしのこ児童クラブ
第3やまびこ児童クラブ
第2やまびこ児童クラブ
第1やまびこ児童クラブ

伊達市梅本町37-6 （旧室蘭練成会） 0142-23-3225

中央区第一自治会館内 0142-23-7369

児童クラブ名 住　所 電話番号
うめのこ児童クラブ

①
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
た
め
の
基
盤
整
備

◎ ◎
◆仕事と子育ての両立◆

取組掲示板 １　子育て環境の整備

◆伊達市　生涯学習課

♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪
◎ ◎

◎ ◎

伊達市梅本町50-196
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

１　子育て環境の整備

■伊達市内の保育所と特別保育事業について
　保育所は大きく分類すると、「認可保育所」と「認可外保育所」
に分けられ、伊達市内には認可保育所が８か所あります。
　認可保育所では、通常の保育に加え、様々な「特別保育」を行
っています。

伊達市内認可保育所一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

◆休日保育
　保育所が休みの日曜日や国民の祝日に保護者の就労などで家庭での保育が難しい
場合に、平日と同じようにお子さんをお預かりする制度です。
　市内では、「虹の橋保育園」で午前７時30分から午後６時30分までお預かりし
ます。

◆対　象：市内の保育所（園）、認定こども園（保育部分）に入所している１歳
　　　　　以上のお子さん

 　  ※市への事前登録と、虹の橋保育園への利用申込みが必要です
◆定　員：１日12名
◆利用料：無料

◆一時預かり保育
　理由にかかわらず、一時的にお子さんを預かる制度です。
　市内では、「虹の橋保育園」で通常時間内（午前8時30分から午後4時30分
まで。前後1時間の延長可能）に限りお預かりします。

◆対　象：市内の保育所、幼稚園及び認定こども園に入所していない1歳以上で
　　　　　就学前のお子さん
　　　　　（虹の橋保育園への「事前登録」と「利用申込み」が必要です）
◆定　員：１日６名
◆利用料：１日2,000円　
　　　　　半日（8：30～12：30 または 12：30～16：30）1,000円
　　　　　（ただし、市町村民税非課税世帯の場合は免除）

◆延長保育
　保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等のため、開所時間（11時間）を
超えてお子さんをお預かりする制度です。

◆対　象：延長保育を実施している保育所（４か所）に入所しているお子さん
◆延長保育料：1日200円

※ 平成30年度より京王幼稚園は認定こども園として延長保育を行っています。

3 合計

5か所

127名133名143名116名84名

－5か所5か所5か所4か所3か所3か所

773名75名95名

45名 36名 51名 46名 59名 23名 28名 288名

2827年度 29

つつじ保育所 伊達市舟岡町344-4 0142-25-1918 ●

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

　休日保育実施所数・登録児童数

0142-25-7111 ●

●

1か所 －

● ●

伊達市有珠町1-1 0142-38-2598

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

● ●

私立

私立 虹の橋保育園 伊達市舟岡町200-142

私立 うす保育所

●

●

私立 ふたば保育所 伊達市館山下町160 0142-23-2792 ● ● ●

●

● ●

私立 伊達保育所 伊達市大町18 0142-23-4017

市立 くるみ保育所 伊達市末永町94-91 0142-25-1165

● ●市立 ひまわり保育所 伊達市竹原町57-1 0142-25-3493

運営 名称 休日 一時

取組掲示板

◆仕事と子育ての両立◆
◎

●

①
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
た
め
の
基
盤
整
備

延長

保育所名等
住　所 電話番号

特別保育の実施状況
乳幼児 障がい

◎

　一時保育実施所数・登録児童数

合計32令和元30

市立 大滝保育所 伊達市大滝区本郷町84 0142-68-6262

●

45名 48名 23名 391名

1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 －

27年度 28 29 30 令和元 2

84名 61名 77名 53名

　延長保育実施所数・利用児童数
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野３「子育て」

１　子育て環境の整備

◆乳幼児保育
　生後６か月目（生後５か月を経過した日の翌月初日以降）のお子さんをお預かり
する制度です。
※虹の橋保育園については、生後57日目以降のお子さんをお預かりしています。

◆障がい児保育
　心身に発達の遅れがある児童の、保育所（園）での集団生活を支援するため、専
属の保育士を配置し、その児童にあった保育を提供する制度です。
（入所申込のときに適切な保育がお子さんに提供できるかどうか確認します）

◆病児保育
　小児科病院との協力体制により、病中にある児童の一時預かりを行うことで、
保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的としています。
　市内では、「インター通り小児科」（メイの家）で実施しています。
（事前にインター通り小児科への申込み（TEL：0142-21-3388）が必要です）

◆対　象：生後５か月から小学６年生までのお子さん
◆利用料：１日1,800円（ただし、市民税非課税世帯の場合は免除）
◆定　員：１日２名

◆児童館活動
　児童館は、遊びの機会と場所を提供し子どもの健全な育成を目的に無料で開放し
ている施設です。０歳から18歳までの異なった年齢の子どもたちが集まる場所で、
仲間とさまざまな遊びをとおして自己肯定感を育み、自主性や社会性を身につけて
いきます。（小学校入学前のお子さんは保護者同伴でご利用ください。）

・旭町児童館
◆住所：伊達市旭町52番地 　　　　　　◆電話：0142-23-6876
◆開館日・時間：学校の登校日、土曜日、春・夏・冬休み　13：00～17：00

・なないろ児童館
◆住所：伊達市舟岡町200番地143        ◆電話：0142-22-7716
◆開館日・時間：学校の登校日　13：00～17：00　
　　土曜日、春・夏・冬休み　9：00～17：00（12：00～13：00は閉館）　

・山下町児童館
◆住所：伊達市山下町118番地2 　　　  ◆電話：0142-25-2900
◆開館日・時間：学校の登校日、土曜日、春・夏・冬休み　13：00～17：00

※「児童館としての利用」の場合は無料ですが、「一般施設としての利用」の
　場合は有料で、事前申請が必要です。詳しくは各児童館へお問い合わせください。

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3194
◎ ：0142-25-4195
◎ ：jidoukatei@city.date.hokkaido.jp ◎

Eメール

ＦＡＸ
電　話

1か所

延1,537人日延91人日

合計

延301人日延322人日

  病児・病後児保育実施所数・延利用児童数

32令和元

－1か所

住　所

◆伊達市　子育て支援課

32名

延230人日

30

◎

49名 47名 57名 54名 56名 58名 353名

8か所 8か所 8か所 8か所 8か所 8か所

29 30 令和元 2 3 合計

　障がい児保育実施所数・利用児童数

27年度 28 29 30 令和元

35名 32名 45名 36名

8か所 －

　乳幼児保育実施所数・利用児童数

27年度 28

取組掲示板

①
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
た
め
の
基
盤
整
備

5か所 5か所 5か所 5か所5か所 5か所

34名

◆仕事と子育ての両立◆
◎

◎

2 3 合計

1か所1か所1か所

5か所 －

292827年度

35名 37名

◎

♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

1か所 1か所

延258人日延278人日 延57人日

◎

◎ ◎

254名
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

１　子育て環境の整備

　

■妊娠がわかったら、できるだけ早く「母子健康手帳」を受け取りましょう！
　母子健康手帳は、妊娠初期からお子さんが小学校に
入学するまでの成長や発達を記録できるもので、子育
て支援の情報ガイドブックとして活用できます。
　また、乳幼児健診やお子さんが医療機関を受診する
ときに必要なものですので、普段から外出する時に持
ち歩きましょう。

※「マタニティマーク」をご存知ですか ？
　妊娠初期は特に、外見からは妊娠に気づきにくいもので
す。マタニティマークは、妊婦さんに大切な時期を安心し
て過ごしてもらうために作られました。
　市では、母子健康手帳を受け取るときにマタニティマー
クのキーホルダーと自動車に貼れるステッカーを一緒に配
付して、妊婦さんを思いやる地域づくりを推進しています。
　このマークをつけている方を見かけたら思いやりのある
気遣いをしましょう。

■保健センターへ随時ご相談ください！
　保健センターでは、保健師・栄養士が妊娠期のからだや生活についての不安な
ど相談を随時受けています。また希望される方には、直接お宅でお話を伺うこと
もできますので、どのようなことでも、お気軽に電話やメールなどでご相談くだ
さい。
　また、お子さんに関する各種健診や相談事業を実施していますので、ぜひご参
加ください！
（年齢ごとの健診や相談事業は、対象となるお宅へご案内をお送りします）

◆産後ケア事業
　家族などから家事や育児への協力が得られない方、育児不安を抱える方、気分
の落ち込みや産後の疲れを感じているお母さんをサポートするため、医療機関・
母乳相談所等の助産師が保健指導や育児支援を実施しています。

◆対　象：伊達市に住民登録がある産後１年以内のお母さんのうち下記の
　　　　　どちらかに当てはまる方
　　　　　①家族などから十分な家事・育児などの援助が受けられない方
　　　　　②産後に心身の不調・育児不安などがある方
◆実施内容
・通所型（にこにこ母乳相談所、ローズマリー）　1,000円（１回）
　お母さんと赤ちゃんが施設に行き、助産師から育児不安の軽減や授乳に
　関するアドバイスなどの支援を受けることができます。
　※生活保護・市民税非課税世帯の方は利用料無料が無料になります。

◆利用方法：市保健師との面談の上、事前に申請書の提出が必要です。

◎ ◎

延623名 延5,380件

3 合計

合計

170件 194件 184件 186件 183件 165件 160件 1,242件

30 令和元 2 3

延778件

  随時健康・栄養相談件数

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

◆母子保健事業◆
◎

30

  母子健康手帳交付数

27年度 28 29

取組掲示板

  妊産婦・乳幼児訪問件数

27年度 28 29

令和元 2 3 合計

184冊 169冊 173冊 153冊

延221件

27年度 28 29 30 令和元 2

延335件 延374件 延236件 延271件 延271件

延788件 延733件 延822件

延1,927件

②
母
子
保
健
事
業
の
充
実

208冊 196冊 165冊 1,248冊

延910件 延726件

延219件

◎

  新生児訪問件数
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野３「子育て」

１　子育て環境の整備

　

◆乳児健診
　お子さんの発育・発達をご家族の方と一緒に確認し、見逃しやすい病気を早期
に発見することで、より健康に過ごしてもらうための健診です。4か月・7か月の
お子さんが対象です。

◆１歳児健康相談（乳幼児健康栄養相談）
　1歳児は幼児期の始まり。 一人歩きができるようになったり、意味のある言葉
を話すようになるなど、成長の節目の時期です。また、「ブックスタートボラン
　ティア」による絵本の読み聞かせと絵本などのプレゼントがあります。

◆１歳６か月児健診
　1歳6か月のお子さんは、歩けるようになったり、言葉も話せるようになる
大切な時期です。この健診で、「歯科検診」や「歯みがき相談」も行います。

◆２歳児健康相談
　２歳のお子さんは、基本的生活習慣（食事・排泄・睡眠・着衣など）を身に
つけていく大切な時期です。親子で遊びの体験や「聞こえ・発達相談」なども
行います。

　

◆３歳児健診
　３歳のお子さんは、集団生活に必要な社会性や生活習慣、言語、運動などの
基本的発達が達成される大切な時期です。お子さんの発育・発達をご家族の方
と一緒に確認し、より健康に過ごしてもらうための健診です。この健診で「歯
科検診」「歯みがき相談」「尿検査」「発達相談」も行います。

◆５歳児健康相談
　5歳のお子さんは、友達同士でルールを分かって遊ぶ、集団行動ができるな
ど社会性が発達する大切な時期です。お子さんの発達をご家族の方と確認し、
より健康に過ごしてもらうための相談です。希望者は「就学相談」、「発達
相談」、「栄養相談」も行うことができます。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市保健センター）
◎ ：0142-82-3198
◎ ：0142-25-3325
◎ ：hoken@city.date.hokkaido.jp

172名 1,387名

2 3 合計

2 3

959名

2 3 合計

2,537名

合計

  １歳児相談（乳幼児健康栄養相談）受相者数

27年度 28

130名137名 147名

◎
E メ ー ル

◎

Ｆ Ａ Ｘ

電 話

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

◆伊達市　健康推進課

住 所

27年度 28 29 30 令和元 2

132名 118名

3 合計

－ － － 47名 41名 41名 33名 162名

233名 209名 195名 206名

159名224名198名205名

合計

163名 1,279名

  ２歳児健康相談受相者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3

213名 206名 213名 175名 151名 158名

  １歳６か月児健診受診者数

27年度 28 29

1,269名121名

30 令和元 2 3 合計

29 30 令和元

137名 158名

  ３歳児健診受診者数

191名 181名

27年度 28 29 30 令和元

347名439名 426名 366名 296名 348名 315名

178名184名

  ５歳児健診受診者数

②
母
子
保
健
事
業
の
充
実

◎◎
◆母子保健事業◆

取組掲示板

  ４か月児・７か月児健診受診者数

27年度 28 29 30 令和元
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

１　子育て環境の整備

■もちろんパパも大歓迎！「子育て支援センター」においでください！
　子育て中のパパ、ママが安心して楽しく子育てが出来るよう、さまざまな支援
を行っています。
　「子ども同士で遊ばせたい」「親子で出かける場所がほしい！」そんな時は、
ぜひ子育て支援センターに遊びに来てください！
　皆さんの参加で、楽しい「子育ての輪」を広げましょう。 
　また、職員が育児相談を承ります。お気軽にご相談ください！

◆子育て支援センター「えがお」
◎住所：伊達市末永町92番地６
◎電話：0142-21-3415
◆一般開放：毎週月・木曜日

　　　　 ９:30～12:00、13:30～16:00 
◆年齢別開放

☆1歳児・・・毎月第１水曜日 9：30～12：00
☆０歳児・・・毎月第１、第３水曜日13：30～16：00

※一般開放日以外（火・水・金）も、えがおでの

◆子育て支援センター「くろーばー」
◎住所：伊達市館山下町160（ふたば保育所併設）
◎電話：0142-23-2792
◆一般開放：毎週月・水・金曜日　９:30～12:00、13:30～16:00

◆子育て支援センター「おひさま」 
◎住所：伊達市舟岡町200-142（虹の橋保育園併設）　
◎電話：0142-25-7111
◆一般開放：毎週月・火・木曜日　９:30～12:00、13:30～16:00

　子育て支援センター利用者数

■ひとりで悩まずご相談を！
◆家庭児童相談
　家庭やお子さんのことで悩みを抱えていませんか。
　市では、専門の家庭児童相談員が18歳未満のお子さんの心配ごとに
関する相談をお受けしています。
　市役所に来られないときは、電話や手紙、メールでもかまいません。
　悩みを他人に打ち明けるのは勇気がいりますが、まずあなたの気持
ちをお聞かせください！

◆受付時間：火・木曜日を除く平日８:45～16:15まで
※上記時間以外は担当の市職員が相談をお受けします。
※事前予約でスムーズな相談受付が可能です。
※相談時間外をご希望の方は電話やメールでご連絡ください。
※必要に応じて関係機関と連携し対応します。

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3194
◎ ：0142-25-4195
◎ ：jidoukatei@city.date.hokkaido.jp 

◆伊達市　子育て支援課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

98件 682件

◎ ◎
■お問合せ・ご相談はこちら■

◎ ◎

99件 104件 84件 89件 110件 98件

　家庭児童相談受付件数

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

延7,611名 延71,467名延9,753名 延9,733名 延11,129名 延11,021名 延13,629名 延8,591名

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

③
妊
娠
期
か
ら
の
一
貫
し
た
支
援
・
相
談
体
制
の
充
実

取組掲示板

　　育児相談を受付します。

◆子育て支援センター・家庭児童相談◆
◎ ◎
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野３「子育て」

１　子育て環境の整備

◆家族でマタニティ教室
　市では、妊婦さんとご家族が安心して出産・子育てをしてい
けるよう、妊娠中の不安解消やお友達づくりの機会として「家
族でマタニティ教室」を行っています。
　この教室はご家族が子育てへの理解を深め、積極的に子育て
に参加できるように、妊婦さんだけではなく、家族で参加して
いただけるさまざまな体験プログラムを用意した教室になって
います。 
　市内在住で初めて出産される方を対象に、全２回で開催される教室のうち、
１回目はパパやご家族の方も参加でき、先輩のパパママとの交流、妊婦疑似
体験、沐浴体験などが行われます。
　対象の方全員に文書でご案内しますので、ぜひご参加ください！

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市保健センター）
◎ ：0142-82-3198
◎ ：0142-25-3325
◎ ：hoken@city.date.hokkaido.jp

◆親子交流事業（えがお遊園地/えがお運動会）

　子育て支援センターでは年に数回、親子で
遊べる「親子交流事業」を開催しています。

パパもママもお子さんと一緒に参加する
「えがお運動会」、段ボールで作った大型の
おもちゃを使い、体をいっぱい動かして遊べ
る「えがお遊園地」を予定しています。

お子さんが、他のお子さんと触れ合いなが
ら、元気に遊ぶ姿を見にぜひご参加を！
　※令和２年度は、新型コロナウイルスの影
　　響により中止となっております。

　※令和４年度の参加者募集は、広報だてやホームページでお知らせします。

◎ ：伊達市末永町92-6
◎ ：0142-21-3415
◎ ：0142-21-3415
◎ ：egao@kusabue.or.jp

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

◆伊達市　子育て支援センターえがお

合計

314名 308名 517名 547名 1,949名 － 145名 3,780名

延102名 延126名 延68名

◎ ◎

　親子交流事業参加者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3

◆伊達市　健康推進課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

取組掲示板

◆男性の育児参加◆
◎ ◎

  家族でマタニティ教室参加者数

27年度 28 29 30

　
④
男
性
の
育
児
参
画
に
係
る
意
識
啓
発

延30名 延793名

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

令和元 2 3 合計

延200名 延143名 延124名
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

１　子育て環境の整備

■ひとり親家庭に対する支援
　近年、さまざまな理由でいわゆる「ひとり親家庭」が増えています。
　市では、ひとり親家庭のさまざまな問題を支援するため貸付・給付金制度
などを準備しています。

◆母子・父子自立支援員
　市では、ひとり親家庭の自立のため「母子・父子自立支援員」を配置し、
ひとり親家庭のそれぞれの状況を確認しながら、自立に必要な相談や指導を
しています。
　ひとり親家庭向けの制度は、この支援員の相談を通して申し込むものがあ
りますので、ご相談ください。

◆受付時間：平日午前９時から午後5時まで
※上記時間以外は担当の市職員が相談をお受けします。
※事前予約でスムーズな相談受付が可能です。
※相談時間外をご希望の方は電話やメールでご連絡ください。

◆母子・父子寡婦福祉資金貸付制度
　この制度は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭の経
済的自立を助け、扶養しているお子さんの福祉の増進を目的に北海道から融
資が受けられるものです。
　仕事やお子さんの修学、医療介護など、目的別に12種類の資金があります。

◆母子家庭等自立支援給付金制度
　◆自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の雇用の安定を図るため、職業能力開発を支援する制度です。
市が指定する講座を受講した場合、講座修了後に受講料の一部を支給します。
　◆高等職業訓練促進給付金
　養成機関で資格取得のために１年以上修業する場合、生活費の負担を軽減
するための給付金を支給します。
　◆高等学校の卒業認定試験合格支援事業
　高等学校を卒業していないひとり親家庭の親か20歳未満の児童が
より条件の良い職に就くため、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し
対策講座を受講する場合、受講料の一部を支給する制度です。
※講座受講前、修業開始前に対象になるかどうかを必ず母子父子自立支援員に
事前に相談してください。
（事前の相談なく受講や修業を始めてしまうと、給付金が支給されない
場合があります）

※メール配信サービス「西いぶり子育てサポート情報」
　西胆振6市町共同運用によるメール配信サービスでは、月
に一度、子育てに関するお役立ち情報を配信しています。
　登録するには、配信を希望するメールマガジンの登録用メ
ールアドレスに空メールを送信してください。その後、登録
確認メールが届きますので、本文内のＵＲＬを選択してクリ
ックすると登録になります。
（バーコードリーダー機能付の携帯電話をお持ちの方は
　登録用ＱＲコードをご利用できます）

↓

◆にしいぶり子育てサポート情報登録用アドレス
→kosodate@ml.nishi-iburi.jp

◎ ◎

⑥
育
児
ク
ラ
ブ
の
育
成
・
支
援
の
推
進

取組掲示板

◆その他子育て等への支援◆
◎ ◎

⑤
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
相
談
、

情
報
提
供
の
充
実

⑦
育
児
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
情
報
提
供
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野４「介護」

１　子育て環境の整備

■不妊治療費の助成事業

高額な医療費がかかる「不妊治療」を受けている方の経済的負担を軽減するため、
治療費の一部を助成します。

一般不妊治療費助成事業
■助成対象者
次の要件すべてにあてはまる方
・ 一般不妊治療を受けている夫婦である方
・ 夫婦のどちらかの住所が伊達市にある方
・ 医療保険に加入している方
・ 夫婦ともに市税（国民健康保険税を含む）の滞納がない方
・ 他の市町村で同じ治療に対し、助成を受けていないか受ける見込みがない方

■ 対象の治療
・ 医療保険適用の不妊検査及び治療
・ 医療保険適用外の人工授精

■助成内容
通年３回（３年度）まで助成（35,000円限度）

特定不妊治療費助成事業
■ 助成対象者
次の要件すべてにあてはまる方
・ 「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成の決定を受けた方
・ 夫婦のどちらかの住所が伊達市にある方
・ 夫婦ともに市税（国民健康保険税を含む）の滞納がない方
・ 他の市町村で同じ治療に対し、助成を受けていないか受ける見込みがない方

■助成内容
・ 特定不妊治療　１回（50,000円限度）
・ 男性不妊治療　１回（50,000円限度）

※治療にかかった費用から、北海道特定不妊治療費助成金を差し引いた金額を助成。

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3194
◎ ：0142-25-4195
◎ ：hoiku@city.date.hokkaido.jp ◎

E メ ー ル
◎

Ｆ Ａ Ｘ

住 所
電 話

◆伊達市　子育て支援課・健康推進課

◎ ◎
■お問合せ・ご相談はこちら■

◎ ◎

取組掲示板

◆その他子育て等への支援◆
◎ ◎

　
⑧
不
妊
治
療
の
た
め
の
情
報
の
提
供
及
び
支
援
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野２「健康」

１　介護環境の整備

■社会全体で支える介護
　日本では、本格的な高齢化社会を迎え、介護が
必要な高齢者が急速に増えています。
　また、介護する人の高齢化や核家族化も進み、
家族だけで介護することは難しくなっており、男
性も女性も関わりながら、社会全体で支えていく
ことがますます重要となってきます。

■まずはご相談ください！
　高齢者や障がい者の介護に関するサービスや制度は、仕組みや手続きなど
普段馴染みのない方にとってはとても難しく感じるものです。
　市では、担当の窓口のほか、地域における身近な相談場所として、次のよ
うな相談支援事業を行っています。
　お一人や家族だけで悩まず、まずはご相談ください！

◆伊達市地域包括支援センター
　「伊達市地域包括支援センター」は、
高齢者の皆さんの生活を支援するため、
伊達市が介護予防や相談窓口などの運営
を委託している事業所です。
　同センターでは高齢者の皆さんがいつ
までも住み慣れた地域で自分らしい生活
ができるよう、地域の保健・医療・福祉
機関と連携し、多面的な支援を行ってい
ます。

◎住所：伊達市鹿島町20-1　社会福祉協議会内
◎電話：0142-21-7755　◎FAX：0142-21-7756
◆開設時間：8：45から17：30まで（土・日曜日、祝日を除く）

◆伊達市障がい者総合相談支援センター「相談室あい」
「伊達市障がい者総合相談支援センターあい
（相談室あい）」は、障がいのある皆さんの
生活を支援するため、伊達市が総合相談機関
として運営を委託している事業所です。
　同センターでは誰もが住み慣れた地域で安
心して生活できるような支援や地域の仕組み
づくり、応援する人も元気になれるような支
援を目指しています。

◎住所：伊達市舟岡町134-15　だて地域生活支援センター「Umi」1階
◎電話：0142-25-3838　FAX：0142-82-3936

◆開設時間：8：30から21：00まで（平日）
（ただし日曜日は17：00まで開設しています）

◎ ◎

3 合計

6,038件 5,563件 6,574件 5,874件 6,201件 7,110件 7,540件 44,900件

　相談室あいへの相談件数

27年度 28 29 30 令和元 2

3,270件 16,731件

②
総
合
相
談
体
制
の
充
実

　伊達市地域包括支援センターへの相談件数

合計

1,699件 2,029件 1,925件 2,373件 2,542件 2,893件

27年度 28 29 30 令和元 2 3

取組掲示板

◆介護や障がいに関する相談◆
◎ ◎

①
介
護
の
社
会
化
に
つ
い
て
の
意
識
啓
発
・
学
習
機
会
の
提
供

③
在
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野４「介護」

１　介護環境の整備

■介護に関する講習など
◆家族介護者教室
　介護の方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得
するための教室を開催します。参加料は無料ですので、ぜひご参加ください。
※開催回数、時期などは年度によって異なります。
　詳細は伊達市社会福祉協議会にお問い合わせください。
◎電話：0142-22-4124（伊達市社会福祉協議会）

◆認知症介護者の集い「つくしんぼう」
　毎月1回、市内にお住まいで認知症の家族を介護している方などを対象に、
認知症介護者の集い「つくしんぼう」を開催しています。
　「認知症の家族の介護で悩んでいて話し相手が欲しい」
　「今介護している家族が認知症かもしれない」
　「これから家族をどう介護していけばよいかわからない」

合うことで、介護する方の孤立感や身体的・精神的負担の軽減を目的とすると
ともに、介護家族を地域で支えるまちづくりを目指しています。
　ひとりで悩まず、お気軽にお問い合わせください！

◆開催日時：第２火曜日　13：30から（概ね15：30まで）
◆開催場所：市保健センター ※２月は第１火曜日

　※令和４年度の参加者募集は、広報だてや市ホームページでお知らせします。

◆認知症カフェ
　認知症カフェとは、認知症の方やその家族が思いを共有する場であるととも
に、地域にお住まいの方や専門家が参加し、認知症の方への支援の仕方や家族
の介護負担を軽減できるような専門家のアドバイスなど、気軽に情報交換など
ができる集いの場です。

・認知症カフェ「クオレカフェ」
　◆日時：月１回、14:00～16:00
　※主に第３木曜日に開催。各種相談などに応じ、16:00まで開放
　　しています。
　◆場所：介護付有料老人ホームチエロ（伊達市舟岡町340番地１）
　◆問い合わせ先：チエロだて　　　　　　　　　　電話：0142-23-1181
　　　　　　　　　ミネルバ病院認知症疾患医療センター　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：0142-21-2000

・認知症カフェ「るうあ」
　◆日時：概ね月１回　※詳しい日時はお問い合わせください。
　◆場所：小規模多機能型居宅介護アウル（伊達市弄月町50番地28）
　◆問い合わせ先：小規模多機能型居宅介護アウル　電話：0142-82-6015

・認知症カフェ「ＳＯＲＡ」
　◆日時：概ね2ヵ月に１回、10:00～12:00
　　　　　※詳しい日時はお問い合わせください。
　◆場所：グループホームＳＯＲＡ（伊達市長和町609番地）
　◆問い合わせ先：グループホームＳＯＲＡ　　　　電話：0142-82-6151

・・・そんなひとりで胸にしまいこみがちな介護の悩みを同じ境遇の方と話し

1回 7回 57回

27年度 28 29 30 令和元 2 3

38回

①
介
護
の
社
会
化
に
つ
い
て
の
意
識
啓
発
・
学
習
機
会
の
提
供

③
在
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

　家族介護者教室開催回数・延参加者数

27年度 28 29 30 令和元 2 3

　認知症介護者の集い「つくしんぼう」開催回数・延参加者数

3名 24名 175名②
総
合
相
談
体
制
の
充
実

37名 36名 23名 18名 34名

合計

9回 12回 12回 5回 11回

取組掲示板

◆介護や障がいに関する相談◆
◎ ◎

110名 568名87名 68名 89名 44名 67名 103名

合計

6回 6回 6回 4回 6回 5回 5回
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野４「介護」

１　介護環境の整備

■在宅サービスなどに関するご相談
　介護や障がい福祉に関するサービスについては、下記の担当窓口にて相談や
申請を受け付けています。
　どうぞお気軽にお問い合わせください！

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3196
◎ ：0142-21-5147
◎ ：kourei@city.date.hokkaido.jp 

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3193
◎ ：0142-25-4195
◎ ：shogai@city.date.hokkaido.jp

取組掲示板

◆介護や障がいに関する相談◆
◎ ◎

　
①
介
護
の
社
会
化
に
つ
い
て
の
意
識
啓
発
・
学
習
機
会
の
提
供

　
②
総
合
相
談
体
制
の
充
実

住 所
電 話

E メ ー ル

◎

♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪
◎ ◎

◎

◎

　
③
在
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

◎

Ｆ Ａ Ｘ

◎

◆伊達市　社会福祉課（障がいに関すること）

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

◎

◆伊達市　高齢福祉課（高齢者に関すること）
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野５「家庭生活」

１　女性に対する暴力の根絶

■ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は犯罪行為を含む重大な人権侵害です！
　DV（ドメスティック・バイオレンス）は、夫婦や恋人など
親密な関係の間で起こるさまざまな暴力のことです。
　お互いに相手を大切に思い、対等で、安心できる関係である
はずなのに、一方の人が自分の都合の良いように力で関係を支
配してしまうことなどにより、この問題は起こってしまいます。
これらの暴力は単独で起きることもありますが、多くの場合は
何種類かの暴力が重なって起こっています。

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

（内閣府男女共同参画局）

■一口に「暴力」といってもさまざまな種類があります
　ＤＶという言葉を聞いて、「殴る」「蹴る」という「身体的暴力」のことを
連想する方も多いかもしれませんが、ＤＶには、次のような種類があります。

・身体的暴力
殴る・蹴るなどの暴力、物を投げつける、首を絞める、突き飛ばす　など

・性的暴力
性行為の強要、避妊に協力しない、無理やりポルノを見せる　など

・精神的暴力
無視、罵声を浴びせる、脅迫、悪口を言う、長時間説教する　など

・社会的暴力
人間関係や行動を監視する、親せきや友人などとの付き合いを制限する、携
帯電話をのぞき見る　など

・経済的暴力
生活費を渡さない、生活費の使い道を細かくチェックする、働きに出ること
を禁じる、借金をさせる、稼ぎが悪い・もっと働け等の暴言　など

※行為そのものが、傷害罪や暴行罪として刑法上の処罰の対象になる場合があ
　ります。また、結果としてPTSD（外傷後ストレス傷害）になるなど、刑法
　上の傷害とみなされるほどの精神障害になれば、傷害罪として刑法上の処罰
　の対象になる場合があります。
※こうした暴力・虐待行為の現場にお子さんが居合わせることがありますが、
　お子さんに暴力を見せつけることも児童虐待にあたります。
※特に、高校生や大学生などの若者が、交際相手からふるわれる暴力のことを、
　「デートＤＶ」と言います。

■パートナーからあなたに、こんなことはありませんか？
　次のチェックリストで、2人の関係を見つめ直してみましょう。

□ あなたを平手で打ったり、蹴ったりする。
□ 刃物などを突きつけ命の危険を感じるような恐怖を与えることがある。
□ 「バカ」「能なし」などとののしり、無視する。
□ あなたが友達や両親と交際するのを嫌がる。
□ あなたの大事なものを壊す。
□ 拒否しているのに性行為を強要する。
□ 生活費を渡さない。
□ 「外で働くな」「仕事をやめろ」と言う。
□ パートナーの機嫌が悪くならないように、いつも神経を張り詰めて

生活している。
・・・・・・・・・など

◎ ◎

①
D
V
防
止
の
た
め
の
意
識
啓
発

②
被
害
者
の
保
護
・
援
助
活
動
の
充
実

取組掲示板

◆「ＤＶ」は絶対ダメ！◆
◎ ◎
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基本目標２　くらす・・・安心で心豊かな暮らしづくり-施策分野５「家庭生活」

１　女性に対する暴力の根絶

■ＤＶの通報先
　DV被害を受けていると思う人は、ためらわずに市や配偶者暴力相談支援セ
ンター、警察署などに相談してください。
　各機関では、状況に応じて解決に向けてのサポートや関係機関との連携を図
ります。
　また、緊急の場合には一時的に別の場所への避難もできます。
　もし周りの人がDV被害にあっていると感じることがあれば、市や配偶者暴
力相談支援センターに、また、生命の危険がある場合には警察署などに通報す
るよう努めなければならない法的義務があります。（DV防止法第６条）
　間違いの場合でも連絡（通告）した人が責任を問われることはありませんし、
相談や通告した人の秘密は守られます。
（通報するときには、被害の状況（不自然な傷・様子など）や日時などを記録
　しておくと対応がスムーズです）

◆配偶者暴力相談支援センター（北海道立女性相談援助センター）
◎住所：非公表
◎電話：011-666-9955（女性相談専用ダイヤル）
　※DV被害男性は011-661-3210
・受付：月～金曜日　午前９時から午後５時まで（祝日及び年末年始を除く）

【来所相談（事前予約をお願いします）】
・受付：女性相談専用ダイヤル
【法律相談（事前予約をお願いします）】
・受付：女性相談専用ダイヤル
・相談実施日：月２回（原則第１、第３木曜日）
　弁護士が来所相談、電話相談に対応します

◆伊達警察署
◎住所：伊達市館山町10-22
◎電話：0142-22-0110

※ＤＶ相談などに関するカードや小冊子について

　ＤＶに関する相談機関など
について記載されたカードや
小冊子を、市の担当窓口や、
庁舎1階ロビーなどに設置し
ています。
　ご自由にお持ちください。

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3194
◎ ：0142-25-4195
◎ ：jidoukatei@city.date.hokkaido.jp 

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

◎ ◎
■お問合せ・ご相談はこちら■

◎ ◎

◆伊達市　子育て支援課

合計

2件 9件 2件 2件 1件 4件 3件 23件

①
D
V
防
止
の
た
め
の
意
識
啓
発

②
被
害
者
の
保
護
・
援
助
活
動
の
充
実

　市におけるＤＶ相談受付件数

27年度 28 29 30 令和元 2 3

取組掲示板

◆「ＤＶ」は絶対ダメ！◆
◎ ◎
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基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり

　結婚に関する考え方や価値観、ライフスタイルの多様化など、主体的にさまざま
な生き方を選ぶ人が増えている昨今、「男は仕事」「女は家庭」といった固定的な
役割意識や、子どもが生まれても女性が仕事を続けることに対する男性の意識も少　
しずつ変わってきており、女性も男性も、ともに仕事と生活の調和（ワークライフ
バランス※）を重要視する意識が高まっています。

　伊達市は農業や水産業、林業(大滝区)などの第１次産業を基幹として多彩な産業
が展開されており、女性を中心としたイベントや商品開発・販売企画など、様々な
取組がなされています。また、これらの産業に従事する就業者数の比率が比較的多
くなっているとともに、医療・福祉関連の事業所に従事する女性が多いこともあい
まって、「平成１8年事業所・企業統計調査」を見ると、市内事業所に勤める女性
と男性の従業者数がほぼ同数となっているという地域性がありますが、この数字だ
けをもって「はたらく」ことに関して男女共同参画が進んでいるとは言えません。

　子どもが生まれても女性が仕事を続けられるような保育サービスなどの環境整備
に加え、「男女雇用機会均等法※」や「育児・介護休業法※」などの関係法令の周
知や啓発、起業の支援など、継続した取組が必要です。

ワークライフバランス

「仕事と生活の調和」。

　一人ひとりが、やりがいや充実感を持ちながら仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域生活などにおいても多様な生き方を選択・実現できること。

男女雇用機会均等法

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。

（昭和47年法律第113号）

　性別を理由とする差別や妊娠・出産などを理由とした女性への不利益な取扱いの禁止、

職場において行われる性的な言動（セクシュアルハラスメント）対策の措置の義務などが

規定されています。

育児・介護休業法

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。

 (平成３年法律第７６号)

　育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう、

育児休業、介護休業、子の看護休暇、不利益取扱いの禁止などについて規定されています。

第２次伊達市男女共同参画基本計画（平成24～令和３年度）の体系
基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり

①労働関係法令などの周知・啓発
②調査研究
③経済関係団体との交流促進
④農業における家族経営協定の締結促進
①就業に関する情報の提供
②起業に向けた情報の提供及び支援

　施策分野６
　「就労・雇用」

１　雇用の場における
　　男女共同の環境づく
　　り

用語解説

用語解説

用語解説

２　就業・起業への支援

基本目標３　はたらく・・いきいきと働く環境づくり
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基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり-施策分野６「就労・雇用」

１　雇用の場における男女共同の環境づくり

■「労働ガイドブック」をご活用ください
「労働ガイドブック」は、労働に関する基礎知識（法令・制
度等）をまとめたもので毎年北海道が作成しています。
「職場での男女平等」や「育児・介護休業制度」などに
関すること、相談機関など、労働（はたらく）ことに関する
さまざまな情報が掲載されています。
　今働いている皆さん、これから働こうと思っている皆さん
はもちろん、事業主の皆さんも参考としてぜひご活用くださ
い。

■２年に１度「労働実態調査」を実施します！
　市内の事業所における従業員の雇用実態などを把握するた
め、賃金をはじめとする諸労働条件を調査し、市内事業所の
労働条件の改善等を図るための基礎資料とすることを目的と
し、２年に一度実施しています。
　市内の事業所にアンケート用紙を配布するとともに、労働
に関する各種制度の紹介リーフレットなどを同封し、関係法
令などの周知・啓発を図っています。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3209
◎ ：0142-23-1084
◎ ：syoukou@city.date.hokkaido.jp 

■家族内で農業経営のルール作り
◆家族経営協定

　伊達市は、第一次産業、特に農業を基幹産業としています。
　農業経営体の大半が家族単位で農業を営む家族経営であることから、昨今の
農業後継者不足は深刻な問題です。
　「家族経営協定」は家族内で農業経営と生活のルール作りを行うもので、各
世帯員の役割や労働時間、報酬などの就業条件を明確化します。このことによ
って、農業経営を経営主だけではなく、配偶者や後継者にとっても魅力的でや
り甲斐があり、各世帯員が主体的に経営に参画できる環境づくりに繋げること
ができます。
　当農業委員会では「家族経営協定」の普及推進を図っており、次のとおり締
結の実績があります。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3368
◎ ：0142-23-1084
◎ ：nogyo@city.date.hokkaido.jp 

◆伊達市　農業委員会事務局

◎ ◎

ＦＡＸ

Eメール

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

住 所
電 話

　家族経営協定締結件数

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

◎ ◎

1件 1件 1件 1件

◆伊達市　商工観光課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

E メ ー ル
◎ ◎

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

①
労
働
関
係
法
令
な
ど
の
周
知
・
啓
発

③
経
済
関
係
団
体
と
の
交
流
促
進

取組掲示板

◆明るく働ける環境づくり◆
◎ ◎

3件 1件 4件 12件
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基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり-施策分野６「就労・雇用」

２　就業・起業への支援

■仕事に就きたいとき、人を雇いたいとき～公共職業安定所～
　公共職業安定所（ハローワーク）では、雇用保険の手続き、求人・求職の
申込み、雇用関係助成制度に関する相談を行っています。
◆室蘭公共職業安定所 伊達分室

◎住所：伊達市網代町５-４
◎電話：0142-23-2034
◎受付時間：月～金曜日　８：30から17：15（祝日及び年末年始を除く）

■経営のご相談～伊達商工会議所～
　伊達商工会議所では、小規模事業者の経営又は技術の改善発達を図ること
を目的に経営改善普及事業を実施しております。具体的には、北海道知事よ
り資格認定を受けた職員が金融・税務・労働等の相談に無料で支援を行って 
おります。
　身近な相談相手として、お気軽にご利用ください！

【ご相談内容の例】
◆金融のご相談
　事業計画 ・ 資金計画 ・ 収支計画の相談や低利で安心な融資のあっせ
んを行っております。
◆税務のご相談
　個人事業者の帳簿のつけ方から従業員の年末調整・決算・確定申告の
仕方まで一貫した支援を行っています。(青色申告手続きの相談も可能)　  

■お店を出したい皆さん！新たな出店を支援します！～伊達商工会議所～
◆地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金

　市内の出店エリアにおいて新たに出店し、地域の活性化に貢献する
事業者に店舗の改修などの出店に要する経費の一部を助成する制度です。 
　起業などを考えている方はぜひご相談ください！
※事前申請手続きが必要です。改修等をする前に、必ず事前にご相談ください！
◆対象事業

・出店エリアにおいて出店する事業
　 （ただし、スナック、バーなどの飲食業の一部や、パチンコなどの

　娯楽業などを除きます。） 
◆対象経費

・店舗の改修・改築・新築費、広告宣伝費
　店舗の賃借料（開店から1年以内の期間分） 　

・補助率：対象経費の１／２以内
・補助額：上限額160万円
　

◆伊達商工会議所（中小企業相談所）
◎住所：伊達市旭町24　（旧ひまわり保育所）
◎電話：0142-23-2222
◎営業時間：月～金曜日　８：45から17：30（祝日及び年末年始を除く）

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3209
◎ ：0142-23-1084
◎ ：syoukou@city.date.hokkaido.jp 

◆伊達市　商工観光課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

②
起
業
に
向
け
た
情
報
の
提
供
及
び
支
援

2件 16件

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

1件 0件 4件 6件 3件 0件

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

◆補助率／補助額

◎

①
就
業
に
関
す
る
情
報
の
提
供

取組掲示板

◆就業・経営・起業◆
◎

　地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金利用件数
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基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり

　国が平成22年（2010年）12月に策定した「第３次男女共同参画基本計画」に

おいては、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」が掲げられており、女性

も男性もともに意志決定過程に参画していくことが我が国において大きな課題とな

っています。

　伊達市では平成19年（2007年）に「伊達市市民参加条例」を制定し、市政へ

の市民参加の推進、市民と市との協働によるまちづくりを目指していますが、地方

公共団体においても、審議会等の女性委員の数を増やしていくことは、まちづくり

の観点に加え、男女共同の観点からも重要な課題です。

　また、平成31年（20１9年）４月からスタートした「第７次伊達市総合計画」

では、市の将来像を「みんなが豊かさを感じられる　市民幸福度最高のまち」と定

めています。心身ともに健康で、人とふれあい、助け合いながら安定した生活を送

ることができるまちを実現するためには、今後、女性も男性もすべての人が、社会

を構成する一員として、意識を向上させていくことがますます重要となってきます。

　女性も男性も、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわり

なく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現のた

め、まちづくりの原点である「互いの支えあい」による社会参加意識の醸成、女性

がいっそう市政への参加ができる環境づくりなど、継続した取組が必要です。

第２次伊達市男女共同参画基本計画（平成24～令和3年度）の体系
基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり

①審議会等委員登用における配慮
②女性の「まちづくり人材登録」の推進
③登用状況の発表
①女性団体の活動支援
②市民活動に関する情報提供

　施策分野７
「まちづくり・
   社会参加」

１　審議会等への
　　女性の登用促進

２　団体活動の
　　支援・情報提供

基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり
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基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり-施策分野７「まちづくり・社会参加」

１　審議会等への女性の登用促進

■「市民参加条例」とは？
　「市民参加」とは、行政が重要な政策・方針を決めてそれを実際に実行する
ために、計画の組み立てから実施、評価に至るまで、さまざまな形で市民の皆
さんの意見をお聴きし、その結果を政策・方針に反映させることをいいます。
　伊達市では、市民の皆さんとお互いの立場を尊重・信頼・協働することがま
ちづくりには不可欠と考え、平成19年（2007年）に「伊達市市民参加条例」
を制定し、市民の皆さんが行政活動に参加しやすい環境づくりを進めています。

■「まちづくり人材バンク」にご登録ください！
　伊達市では、さまざまな分野で活躍し、専門的な知識や技能を持つ市民の皆
さんに登録していただく「まちづくり人材バンク」制度を設けています。
　この制度は、まちづくり人材バンクに登録した人の中から必要に応じて市が
設置する審議会などの委員になっていただき、その知識・意見をまちづくりに
反映させていくもので、登録していただける方を随時募集しています。
　まちづくりに関心のある皆さん、ぜひご登録ください！
（登録していただける場合は、登録申請書の提出をお願いしています）

◆対　象：次のすべての条件にあてはまる方
◎ 18歳以上で市内在住または市内に勤務先がある方

◎ まちづくりの推進に意欲と情熱を持ち、審議会の委員として

報酬などの有無にかかわらず活動できる方

◎ 伊達市議会議員・伊達市職員でない方

◆希望活動分野：行財政運営、教育、文化・歴史、スポーツ、税務、
保健・医療、福祉、環境・自然、農水産業、商業・観光、

都市整備　　・・・など

◆登録有効期間：登録した日から5年を経過した日の属する年度末まで

■審議会等における委員の登用状況

※「地方自治法に基づく審議会等」・・・各種法律等に基づき設置されている市の付属機関。

◎ ：伊達市鹿島町20-1
◎ ：0142-82-3114
◎ ：0142-23-4414
◎ ：kikaku@city.date.hokkaido.jp

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

◆伊達市　企画財政課

合計

22.6％ 21.5％ 20.0％ 20.3％ 18.7％ 18.6％ 16.9％ -

348名 -

　地方自治法に基づく審議会等における女性委員の登用割合※

27年度 28 29 30 令和元 2 3

合計325名 328名 353名 390名 395名 321名

285名 -

女性82名 74名 76名 78名 80名 60名 63名 -

男性243名 254名 277名 312名 315名 261名

29名 28名

30 令和元 2 3 合計

男性41名 43名 45名 42名 44名

　地方自治法に基づく審議会等委員の登用状況※

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

-

合計67名 69名 77名 72名 73名 65名 58名 -

取組掲示板

◆女性も男性も参加のまちづくり◆
◎ ◎

①
審
議
会
等
委
員
登
用
に
お
け
る
配
慮

②
女
性
の
「

ま
ち
づ
く
り
人
材
登
録
」

の
推
進

　まちづくり人材バンク登録状況（年度末現在）

27年度 28 29

36名 30名 -

女性26名 26名 32名 30名 29名
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基本目標４　つくる・・・男女がともに参画する地域社会づくり-施策分野７「まちづくり・社会参加」

２　団体活動の支援・情報提供

■男女共同参画を推進する団体を応援します！
　市内には、さまざまな分野で活動している各種団体がありますが、男女共同
参画を推進する団体はまだ少ない状況です。
　市教育委員会では、男女共同参画に関する啓発や社会教育などの活動を行う
団体を応援しています。
　男女共同参画をはじめ、社会教育に関するテーマで一般参加可能な講演会な
どの開催希望がありましたら、ぜひご相談ください！

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3299
◎ ：0142-23-1084
◎ ：shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp 

■地域のコミュニティに参加しよう
伊達市には300近いクラブやサークルがあり
皆さんの参加をお待ちしています！

詳しくは市役所や病院、カフェなどで配布して
います「市民活動ガイドブック」をご覧下さい。

また、クラブやサークルのことでわからない
ことや相談がございましたらお気軽にお問い
合わせください。

男女共同参画について学習するサークルも
あります！

インターネットでもご覧いただけます！

◎ ：伊達市梅本町57-1（旧宮尾登美子記念アートホール内）
◎ ：0142-25-6504

◎ ：

◆伊達観光物産公社コミュニティ推進室

◎ ◎

住 所
電 話
E メ ー ル datecomu@nishiiburi.jpn.org

◎ ◎

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

◆伊達市　生涯学習課

住 所
②
市
民
活
動
に
関
す
る
情
報
提
供

電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

取組掲示板

◆団体の活動を応援します◆
◎ ◎

①
女
性
団
体
の
活
動
支
援

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎
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資料編１-伊達市の男女共同参画に関する取組等

　伊達市では、平成14年（2002年）にスタートした「第五次伊達市総合計画」
において「男女共同参画社会の形成」が位置付けられました。また、平成14年
（2002年）10月には、市民団体「男女共同参画プラン伊達市推進協議会」より、
男女共同参画の推進に向けての要望書が提出されるなど、計画策定への気運が高
まってきました。
　このような状況の中、平成15年（2003年）１月、男女共同基本計画を策定
するにあたり、庁内に「男女共同参画基本計画策定委員会」を設置するとともに、
アンケートを行い、市民意識の把握に努めました。また、６月には、基本計画に
ついての市民からの意見や提案をいただくため、関係団体や公募委員による「男
女共同参画市民懇話会」が発足し、提言書が提出され、平成16年（2004年）
３月、計画期間を平成16年度（2004年度）から平成23年度（2011年度）ま
での８年間とする「伊達市男女共同参画基本計画」が策定されました。
　また、平成19年（2007年）には「伊達市男女共同参画推進市民会議」が
設置され市民と行政の連携による計画の推進についての意見交換や啓発事業など
を実施してきました。
　併せて、庁内における体制を整え、「伊達市男女共同参画庁内連絡会議」を
設置しました。

資料編１-伊達市の男女共同参画に関する取組等

伊達市男女共同参画推進市民会議設置要綱

(設置)
第1条　本市における男女共同参画社会の形成を推進するため、伊達市男女共同
　　　　参画推進市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条　市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)　伊達市男女共同参画基本計画の推進に関すること。
(2)　その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)
第3条　市民会議は、委員12人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから
　　　  市長が委嘱する。
(1)　市内の関係機関及び各種団体から推薦を受けた者
(2)　公募による者
(3)　その他市長が必要と認める者

(任期)
第4条　委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)
第5条　市民会議に、会長１人及び副会長若干名を置く。
2　会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3　会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条　市民会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2　市民会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)
第7条　市民会議の庶務は、企画財政部企画課において処理する。

(その他)
第8条　この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会
　　　  長が別に定める。

附　則
この要綱は、平成19年９月１日から施行する。
附　則
この要綱は、平成24年９月20日から施行する。
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資料編１-伊達市の男女共同参画に関する取組等

男女共同参画社会基本法制定からの伊達市の取組等

６月 男女共同参画社会基本法制定

６月 北海道男女平等参画推進条例制定

４月 第５次伊達市総合計画において「男女共同参画社会の形成」が
位置付けられる。

10月 男女共同参画プラン伊達市推進協議会より要望書提出

１月 伊達市男女共同参画基本計画策定委員会設置

６月 伊達市男女共同参画市民懇話会設置

平成１５年度男女共同参画に関する市民アンケートの実施

10月 伊達市男女共同参画市民懇話会より提言書提出

３月 伊達市男女共同参画基本計画策定

平成１９年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

９月 伊達市男女共同参画推進市民会議設置要綱制定

伊達市男女共同参画庁内連絡会議設置要綱制定

伊達市男女共同参画推進市民会議委員の公募

10月 平成１９年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（委員委嘱状交付、伊達市の計画、啓発ビデオ視聴、会議の進め方等）

11月 平成１９年度第１回伊達市男女共同参画庁内連絡会議開催

２月 平成１９年度第２回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（計画登載事業について等）

平成２０年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

６月 平成２０年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（計画登載事業について等）

９月 平成２０年度第２回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（計画登載事業について、男女共同参画川柳等）

３月 平成２０年度第３回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
◎講師招聘による勉強会

講　師：室蘭市男女共同参画推進市民会議副代表　前田節子　氏
テーマ：室蘭市での取組、行政・市民の役割

平成２０年度第４回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（計画登載事業について、平成２１年度の取組について等）

（2008年）

平成21年
（2009年）

平成19年
（2007年）

平成20年
（2008年）

平成20年

（2001年）

平成14年
（2002年）

平成15年
（2003年）

平成16年

平成11年
（1999年）

平成13年

（2004年）
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資料編１-伊達市の男女共同参画に関する取組等

平成２１年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

４月 伊達市男女共同参画庁内連絡会議設置要綱一部改正

６月 平成２１年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（啓発ビデオ視聴、伊達市の審議会等における委員登用状況等）

９月 伊達市男女共同参画推進市民会議委員の公募

10月 平成２１年度第２回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（第２期委員委嘱状交付、経緯、今後の会議の進め方等）

11月 平成２１年度第３回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（啓発ビデオ視聴、伊達市の審議会等における委員登用状況等）

平成２２年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

５月 室蘭市・登別市の男女共同参画に関する取組状況調査

６月 平成２２年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（平成２２年度の取組について等）

７月 平成２２年度第２回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
◎登別市視察研修（２市の取組比較及び情報交換等）

８月 伊達市男女共同参画推進市民会議 第１回自主開催広報委員会議

９月 伊達市男女共同参画推進市民会議 第２回自主開催広報委員会議

10月 伊達市男女共同参画推進市民会議 第３回自主開催広報委員会議

伊達市男女共同参画推進市民会議 第１回セミナー準備委員会議

11月 特集記事掲載
「男女共同参画社会を目指して－みんなが自分らしく暮らせる社会を－」

平成２２年度第３回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（１２月セミナーについて、平成２１年度事業実施状況報告等）

12月 平成２２年度第４回伊達市男女共同参画推進市民会議（セミナー参画）
◎伊達市男女共同参画セミナー「女性の人権とＤＶ被害」

講師：札幌弁護士会 八代眞由美 氏　参加者：計４１名
場所：防災センター３階防災教育ホール

※「地域づくり研修会開催支援事業」助成金活用
※アンケートの実施

（2010年）

広報だて11月号

平成21年
（2009年）

平成22年
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資料編１-伊達市の男女共同参画に関する取組等

平成２３年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

４月 伊達市男女共同参画庁内連絡会議設置要綱一部改正

伊達市男女共同参画庁内連絡会議幹事会開催

５月～６月 伊達市男女共同参画基本計画関係事業実態調査の実施

６月 伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議設置要綱制定

伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議委員の公募

平成２３年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（これまでの取組、第２次計画策定予定、会議開催予定等）

７月～８月 平成２３年度男女共同参画に関する市民アンケートの実施

10月 平成２３年度男女共同参画に関する市民アンケート結果の公表
（ 及び ）

第１回伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議開催

伊達市男女共同参画推進市民会議委員の公募

平成２３年度第２回伊達市男女共同参画推進市民会議（※中止）

11月 平成２３年度第１回伊達市男女共同参画庁内連絡会議開催

11月～12月 計画素案についての市民意見の公募（パブリック・コメント）の実施

12月 第２回伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議開催

計画素案についての市民意見の公募（パブリック・コメント）の回答、
結果の公表 （ ）

平成２３年度第３回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（第３期委員委嘱状交付、経緯、第２次計画策定及び市民会議の役割等）

２月 第３回伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議開催

３月 第２次伊達市男女共同参画基本計画策定
・第２次伊達市男女共同参画基本計画を関係団体等へ配布
・第２次伊達市男女共同参画基本計画を伊達市ホームページに掲載
（ ）

平成２４年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

４月 第２次伊達市男女共同参画基本計画について広報だて４月号掲載
（ ）

９月 伊達市男女共同参画推進市民会議設置要綱一部改正
（第５条第１項　副会長「２名」⇒「若干名」に変更）

12月 平成２４年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「（仮称）伊達市の男女共同参画ガイドブック」の作成について）

（2012年） 広報だて４月号

平成23年
（2011年）

広報だて10月号 伊達市ホームページ

伊達市ホームページ

平成24年

（2012年）
平成24年

伊達市ホームページ
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資料編１-伊達市の男女共同参画に関する取組等

平成２５年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

４月 伊達市男女共同参画庁内連絡会議設置要綱一部改正

５月 平成２５年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「（仮称）平成25年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」に
ついて）

６月 平成25（2013）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成

７月 平成25年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）
平成25年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを関係団体等へ配付
平成25年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載（ 伊達市ホームページ ）

平成２６年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

５月 平成２６年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「平成26年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」について）

６月 平成26（2014）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成

７月 平成26年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）

平成26年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを関係団体等へ配付
平成26年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載（ 伊達市ホームページ ）

12月 平成２６年度第２回伊達市男女共同参画推進市民会議開催（※中止）

平成２７年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

６月 平成２7年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「平成27年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」について等）
平成27（2015）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成

７月 平成27年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）
平成27年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを関係団体等へ配付
平成27年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載（ 伊達市ホームページ ）

平成２８年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

５月 平成２８年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「平成2８年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」について等）

６月 平成2８（201６）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成

７月 平成2８年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）

平成2８年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを関係団体等へ配付
平成2８年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載（ 伊達市ホームページ ）

平成２８年度第２回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「男女共同参画社会」－日本における法律上の位置付け－　等）

平成26年
（2014年）

広報だて７月号

平成25年
（2013年）

広報だて７月号

（2016年）
平成28年

（2015年）
平成27年

広報だて７月号

広報だて７月号
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資料編１-伊達市の男女共同参画に関する取組等

平成２９年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

５月 平成２９年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「平成2９年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」について等）

６月 平成2９（201７）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成

７月 平成2９年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）
平成2９年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを関係団体等へ配付
平成2９年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載（ 伊達市ホームページ ）

平成３０年度　　伊達市の男女共同参画に関する取組等

５月 平成30年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「平成30年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」について等）

６月 平成30（2018）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成

７月 平成30年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）
平成30年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを関係団体等へ配付
平成30年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載 （伊達市ホームページ ）

８月 平成30年度第２回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「男女共同参画社会」－日本における法律上の位置付け－　等）

６月 令和元年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「令和元年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」について等）
令和元（2019）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成

７月 令和元年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）
令和元年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを関係団体等へ配付
令和元年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載 （伊達市ホームページ ）

６月 令和２年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「令和２年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」について等）
令和２（2020）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成
令和２年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを関係団体等へ配付
令和２年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載 （伊達市ホームページ ）

７月 令和２年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）

広報だて７月号

（2017年）

（2020年）

広報だて７月号

　　　　　　　　　令和２年度　　　伊達市の男女共同参画に関する取組等

広報だて７月号

平成30年

　　　　　　　　　令和元年度　　　伊達市の男女共同参画に関する取組等

令和元年

広報だて７月号

（2019年）

令和２年

（2018年）

平成29年

43



資料編１-伊達市の男女共同参画に関する取組等

令和３年度　伊達市の男女共同参画に関する取組等

５月 伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議設置要綱制定

伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議委員の公募

６月 令和３年度第１回伊達市男女共同参画推進市民会議開催
（「令和３年度版伊達市男女共同参画ガイドブック（案）」について等）
令和３（2021）年度版伊達市男女共同参画ガイドブック作成

７月 令和３年度版伊達市男女共同参画ガイドブックについて広報だて７月号掲載
（ ）
令和３年度版伊達市男女共同参画ガイドブックを伊達市ホームページに
掲載 （伊達市ホームページ ）

７月～８月 男女共同参画に関する市民アンケートの実施

11月 男女共同参画に関する市民アンケート結果の公表
（ ）

12月 第１回伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議開催

１月～２月 計画素案についての市民意見の公募（パブリック・コメント）の実施

３月 計画素案についての市民意見の公募（パブリック・コメント）の回答、
結果の公表 （ ）

第２回伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議書面開催
（市民意見の公募の結果、第３次伊達市男女共同参画基本計画（案）について）

第３回伊達市男女共同参画基本計画策定検討会議開催
（第３次伊達市男女共同参画基本計画（案）について）

第３次伊達市男女共同参画基本計画策定
・第３次伊達市男女共同参画基本計画を関係団体等へ配布
・第３次伊達市男女共同参画基本計画を伊達市ホームページに掲載
（ ）

広報だて11月号

伊達市ホームページ

令和４年

（2022年）

伊達市ホームページ

広報だて７月号

令和３年

（2021年）
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資料編２-地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況概要

　内閣府男女共同参画局では、毎年、「地方公共団体における男女共同参画社会
の形成又は女性に関する施策の推進状況」をまとめています。
　ここでは、参考として、都道府県、北海道、伊達市の状況を掲載しています。

数値は毎年度4月1日を基準日としていますが、一部前年度末時点を基準としている調査項目が含まれています。

※30年度の北海道市区町村数が１つ減少している理由は、北海道胆振東部地震により、厚真町への調査が出来なかった為
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資料編２-地方公共団体における男女共同参画社会の形成
　　　　 　　　　　　　又は女性に関する施策の推進状況概要
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資料編２-地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況概要

数値は毎年度4月1日を基準日としていますが、一部前年度末時点を基準としている調査項目が含まれています。

　　　参考：都道府県及び北海道内における公務員の管理職（課長以上職）の在職状況【一般行政職】

参考：都道府県及び北海道内における地方自治法に基づく審議会等における女性委員の登用割合

　 　参考：伊達市の人口（年度末現在）

※地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況の詳細については
　内閣府男女共同参画府のホームページをご覧ください。
https://www.gender.go.jp/
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